
 

 

 

 

平 成 25 年 度 

 

八代市議会文教福祉委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 

 

１．１２月定例会付託案件 ……………  ２ 

１．所管事務調査 ……………………… ４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 5 年 1 2 月 1 0 日（火曜日）



 

－1－ 

文教福祉委員会会議録 

 

平成２５年１２月１０日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時４４分閉議（実時間２４７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１２０号・平成２５年度八代市一般

会計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第１３１号・財産の無償譲渡について 

１．議案第１４０号・八代市介護保険条例の一

部改正について 

１．議案第１４１号・八代市後期高齢者医療に

関する条例の一部改正について 

１．議案第１４４号・八代市立保寿寮条例の廃

止について 

１．議案第１４５号・八代市立保育園の設置及

び管理に関する条例の一部改正について 

１．陳情第３号・国民健康保険財政への国庫負

担割合をふやすことを求める意見書の提出

方について 

１．陳情第４号・介護保険制度の充実を求める

意見書の提出方について 

１．陳情第５号・国民健康保険療養費国庫負担

金の減額調整廃止を求める意見書の提出方

について 

１．陳情第６号・乳幼児医療費無料制度の創設

を求める意見書の提出方について 

１．陳情第７号・介護職員の処遇改善を求める

意見書の提出方について 

１．陳情第８号・安全・安心の医療・介護の実

現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の

提出方について 

１．陳情第２号・年金２.５％引き下げの中止

を求める意見書の提出方について 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

  （八代市公立保育所のあり方について） 

  （子ども・子育て支援事業計画策定につい

て） 

  （八代地域療育推進事業について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  西 濵 和 博 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  百 田   隆 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       北 岡   博 君 

  教育部次長     増 住 眞 也 君 

  教育施設課長    有 馬 健 一 君 
 
  教育施設課主幹兼 
            宮 端 晋 也 君 
  課長補佐 
 
 
 健康福祉部長兼 
            上 田 淑 哉 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            掘   泰 彦 君 
  福祉事務所次長 
 

  こども未来課長   松 村   浩 君 

  長寿支援課長    小 林 眞 二 君 

  国保ねんきん課長  中 村 伸 也 君 
 
  国保ねんきん課長補佐兼 
            岩 瀬 隆 敏 君 
  保険税係長 
 

  はつらつ健康課長  蒲 生 尚 子 君 

                              

○記録担当書記     小 川 孝 浩 君 
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（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しており

ますので、ただいまから文教福祉委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１２０号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１２０号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第８号中、当委員会関係分を議題

とし、説明を求めます。 

 まず、教育部から、歳出の第９款・教育費に

ついて、説明願います。 

○教育部長（北岡 博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、北岡教育部

長。 

○教育部長（北岡 博君） はい、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）大変お世話になります。（｢お世話にな

ります」と呼ぶ者あり） 

 議案第１２０号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第８号でございますが、第９款・

教育費の補正予算総額４４０６万７０００円の

減額をお願いをいたしております。このうち、

教育部関係では、１３４人分の人件費減額補正

及び学校備品購入と幼稚園就園奨励費補助金の

増額補正が２件、総額の２６７７万４０００円

の減額補正をお願いをしております。さらに、

第四中学校体育館改築事業の繰越明許費の設定

につきましてもお願いをいたしているところで

ございます。説明につきましては、増住教育部

次長が行いますので、御審議のほどをよろしく

お願いをいたします。 

○教育部次長（増住眞也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、増住教育部次

長。 

○教育部次長（増住眞也君） 改めましておは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）それでは、座りまして説明させて

いただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○教育部次長（増住眞也君） まず、予算書の

説明に入ります前に、今回の１２月補正におけ

る人件費の補正について説明いたします。 

 本年度は、月例給、期末勤勉手当等の給与改

定がありませんでしたので、補正の主な要因と

いたしましては、人事異動、休職者、市町村職

員共済組合負担金の率改定等の影響によるもの

でございます。 

 それでは、予算書の４ページをお開きをお願

いいたします。 

 歳出の第９款・教育費から４４０６万７００

０円を減額し、補正後の予算額を５０億５２８

２万２０００円とするものでございます。減額

の内訳でございますが、事業費の補正が２２０

万円の増額、人件費の補正が４６２６万７００

０円の減額、差し引き４４０６万７０００円の

減額となっております。なお、補正額４４０６

万７０００円の減額のうち、教育部の所管分は

２６７４万４０００円の減額でございます。 

 それでは、歳出の内容について説明いたしま

す。２３ページをお開きをお願いいたします。 

 真ん中の表になります。第９款・教育費、項

１・教育総務費、目２・事務局費でございま

す。補正額１３４万３０００円は、対前年度１

名増となる職員５０人分の人事異動や時間外手

当の増加などによる人件費に伴う補正でござい

ます。 

 次に、目３・教育サポートセンター費、補正

額１９万７０００円の減額は、職員２人分の人

件費に伴う補正でございます。 



 

－3－ 

 次に、項３・中学校費、目２・教育振興費、

補正額１００万円、これは学校備品購入費でご

ざいます。去る１０月７日に、ＮＰＯ法人マイ

トリー理事長、松本善孝様から、第六中学校の

楽器購入に充ててほしいと１００万円の寄附を

いただいたことから、楽器購入経費を計上する

ものでございまして、シロフォン──木琴の一

種になります。それから、バスドラム、サクソ

フォンを購入する予定としております。 

 ２４ページをお願いいたします。項５・幼稚

園費、目１・幼稚園費、補正額１１０８万２０

００円の減額は、職員２１人分の人件費に伴う

減額補正と幼稚園就園奨励費補助金の追加補正

１２０万円でございます。幼稚園就園奨励費補

助金は、家庭の所得状況に応じて、保護者の経

済的負担の軽減と公立・私立間の負担額の格差

是正を図るための事業でございますが、認定対

象となる世帯が当初予定よりも多くなったこと

から、不足分を補正するものでございます。 

 次に、項６・学校給食費、目１・学校給食

費、補正額２８万円の減額は、職員１０人分の

人件費に伴う補正でございます。 

 ２５ページをお願いいたします。項７・社会

教育費、目１・社会教育総務費の補正額、７３

９万３０００円の減額は、対前年度１名減とな

る職員８人分、それから目２・公民館費の補正

額２００万４０００円の減額は、職員２６人

分、１つ飛びまして目４・図書館費の補正額６

８１万２０００円の減額は、対前年度１名減と

なる職員９人分、それから、目５・博物館費の

補正額１３１万９０００円の減額は、職員８人

分のそれぞれ人件費に伴う補正でございます。 

 最後に、繰越明許費を追加しております。資

料前後いたしますけど、５ページをお開きをお

願いいたします。上の表第２表、繰越明許費補

正の２段目、款９・教育費、項３・中学校費、

事業名は第四中学校体育館改築事業、設定金額

は１５８８万１０００円でございます。現在、

第四中学校体育館の改築工事を行っております

が、新たな施設が適法であるかを審査する手続

というのがございまして、その中で熊本県建築

住宅センターの構造計算適合性判定に時間を要

したことから、工事の着工が２カ月おくれまし

て、本体工事後予定しております屋外附帯工事

の年度内完工が困難になったということから、

屋外附帯工事の一部について繰越明許を設定す

るものでございます。 

 以上が、教育部が所管します教育費の補正内

容でございます。御審議よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（中村和美君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。５ページの繰越

明許費の今説明があった分なんですが、今、構

造計算の部分がおくれたっていう部分がござい

ましたけど、当初建築をするときには、それぞ

れのところにおいて設計なり、見積もりなり、

ずっとこう出すわけなんですけども、それがな

ぜおくれた、その辺のところの部分で、ちょっ

と詳しい説明をもう少ししていただいてよろし

ゅうございますか。なぜおくれた、構造計算

が。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい、教育施

設課の有馬です。よろしくお願いします。 

 この件につきましては、この四中のですね、

体育館と武道場の設計につきましては、２４年

度に実施設計を行っておりまして、それの設計

がですね、２５年の３月にこれ設計ができてお

ります。で、これを受けまして、計画通知と申

しまして、民間で申しますと、建築確認申請で

すけども、これを建築指導課のほうに申請いた



 

－4－ 

しまして、その建築基準法並びに関係法令に適

合しているかを審査していただくものでござい

ます。 

 その中でですね、高度の構造計算を要する建

物ですけども、鉄骨のスパンが１２メートルを

超えるような大きい建物につきましては、この

指定構造計算適合性判定機関と申しまして、熊

本県建築住宅センターにこの構造計算の適合性

についてチェックを受ける必要があるというこ

とで、そちらに判定機関のほうに送ってチェッ

クをしていただいたというところで、この計画

通知につきましては、４月に建築住宅課のほう

に申請しておりますけども、それが通常で申し

ますと、約２カ月ぐらいで確認済証をですね、

チェックが終わったということで確認済証が来

るところでしたけども、それが倍の約４カ月か

かってしまったというところでございます。 

 これにつきましては、この実施設計を請け負

いました設計事務所のほうでですね、この計画

通知を受けていただくようにしておりますけど

も、建築住宅センターとこの設計事務所とので

すね、協議と申しますか、この設計の構造計算

についてですね、この建築住宅センターから内

容についてのですね、確認等ですね──があり

まして、それがかなり時間を要したということ

で、この確認済証がおりるのが約、予定より２

カ月おくれてしまったということで、この確認

済証がおりたのが８月の１３日でございまし

て、当初６月３日ですね、この四中の建築工事

につきましては、工事のですね、契約の承認を

いただいたところですけれども、予定としては

６月の末にですね、この現場の着工のほうを予

定しておりましたけども、この確認済証がおり

るのが８月１３日ということで、実際現場に着

工があったのが８月の２０日ということで、約

２カ月現場の着工がおくれたというところで、

当初の後期がですね、６月３日から２６年の２

月の２８日までということで工期を設定してお

りましたけども、この２月の２８日には、もう

現状としては竣工することがかなり難しいとい

うところで、現状としては３月末のですね、一

応竣工というところを目指して、今現場の工事

の請負業者のほうで御努力いただいているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 設計事務所と建築住宅

センターとのやりとりという部分での、これが

通常だと２カ月ぐらいで済むのが４カ月ぐらい

かかったというのは、何か特別な問題でもあっ

たのかというところ、そこら辺のところをちょ

っと聞かせていただきたいと思います。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） これにつきま

しては、建物のですね、小屋組みといいまし

て、屋根の部分のですね、鉄骨の構造ですね、

そこと土台のその柱と鉄骨の部分の取り合いと

申しますか、そこらあたりの構造につきまして

ですね、そこが耐震上と申しますか、確かに強

度があるかというあたりをですね、チェックを

していただくんですけども、そこの設計事務所

の方にもですね、いろいろお話は聞いてるんで

すけども、以前にも市内の体育館のですね、建

築工事等設計もですね、行ってはいただいてる

んですけども、同じようなですね、構造の計算

の方法をですね、とっていただいてはいたんで

すけども、建築住宅センターのですね、審査さ

れる方とのですね、そこの意見がですね、なか

なかうまく整理ができなかったというところ

が、時間がかかったというところではあるかな

というふうに感じております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい。委員長。 
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○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。構造計算という

部分が法で決められていて、で算定基準という

のもちゃんと法律の中で決められて、その構造

計算の部分でどうなのかということは、もう決

められた部分があるにもかかわらず、それがう

まく折り合いがつかなかったのでおくれたとい

うふうな話なんですけども、実際に構造──今

回おりたわけなんですけども、おくれた理由に

ついてはそこのところが非常にうまくかみ合わ

なかったというところで、結果的によかったと

いう話でよかっですよね。問題はないというこ

とでいいんですよね。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。結果と

しては、この内容のですね、設計のいろんな補

正、修正等が求められまして、それにつきまし

ては修正したものにつきましてですね、一応認

定をおろしていただいたというところでござい

ます。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。修正をしたとい

うところについて、何か非常にちょっと疑問が

あるんですけど、構造計算であり、その算定基

準をずっとやってて、で、今建築住宅センター

のほうから、ここはこうだ、いかぬということ

で修正を求められたという、こういうお話です

か。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。おっし

ゃるとおり、その設計のですね、いろんな協議

の中でその設計、もともと最初提出した設計の

内容からですね、例えば、柱の大きさをです

ね、少し大きくしただとか、あとは柱から鉄骨

につなぐ部分のですね、内容を修正したとか、

そういった部分で部分的にそういった修正を行

っております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 子供たちが使う、また

地域の方々が使う体育館ですので、その設計に

ミスがあって、また直すということがないよう

な形で進めていただきたいというふうに思いま

す。ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） はい。では、関連でい

いですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 今、今回の四中の場合

は修正されたということで、その以前にも同じ

ような構造計算の方法を用いて建てられた体育

館というのはどこですか。その場合の修正があ

ったんでしょうかね。 

○教育施設課主幹兼課長補佐（宮端晋也君） 

はい、いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、宮端教育施設

課課長補佐。 

○教育施設課主幹兼課長補佐（宮端晋也君） 

教育施設課、宮端と申します。よろしくお願い

します。 

 今おっしゃいましたように、前回ほかの学校

で体育館を設計しました内容とほぼ同じように

今回も設計をして申請をしましたというところ

ですけども、構造計算の方法は基本的に法律で

原則的な部分が定められておりますけども、そ

の過程において、どういう考え方で構造計算を

解いていくかというモデル化とか、その辺のこ

とは詳細には決められておらず、構造的な建築

学界ですとか、そういうところで指針とかが出
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されているものを参考に構造計算者が判断し

て、設定をして計算をしていく。それを審査を

する審査員のほうが妥当と認めるかどうかとい

うところで進んでいくわけですけども、前回は

それが認められて、今回は構造的な考え方も若

干進歩していく部分はあると思います。そうい

う中もありまして、やりとりの中でもうちょっ

とこういうふうにしたほうがいいんじゃないか

ということで、今回は修正を行ったということ

です。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） 質問に答えておりま

すか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） いいえ。ええ、じゃ

あ。 

○委員長（中村和美君） どうぞ堀委員。 

○委員（堀 徹男君） ということは、向こう

の建築住宅センターのほうが厳しかったという

ことで、なかなかおろしてもらえなかったとい

う認識でいいわけですかね。今回、設計された

設計事務所のほうには、その構造計算上の問題

はなかったということで。 

○教育施設課主幹兼課長補佐（宮端晋也君） 

はい。 

○委員長（中村和美君） はい、宮端教育施設

課長補佐。 

○教育施設課主幹兼課長補佐（宮端晋也君） 

捉え方ですけども、厳しくなったというふうに

はちょっと感じております。それがいい悪いは

ちょっと別にいたしまして、結果的により強い

建物になったという点では、先ほど堀口委員さ

んもおっしゃられましたように、結果的にはよ

かったのかなというふうには感じております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 結果的には強い建物

で、例えば、寿命が長くなったとか、構造的に

強くなったという観点ではいいんでしょうけ

ど、結局、何というんですか、工期におくれを

生じるというのは、例えば現場でされているそ

の業者さんたちにとってみればですね、私も建

築の世界に長く携わっていたので、わかるんで

すけど、とても、何というんですかね、ストレ

スを感じながら仕事されるんですよね。 

 もちろん、現場監督されてる方たちのその御

苦労というのもわかるんですけど、もう少し何

というかな、設計の段階でつまずかないような

仕組みというのを、例えば、今回のことを踏ま

えてですね、構造計算に２カ月も許可にかかる

っていうことがあるようであれば、最初から設

計段階の要求の段階でですね、今回のようなケ

ースを踏まえて、設計提案というのをされとっ

たらいかがかなと思いました。 

○委員長（中村和美君） いいですか、要望で

すか。 

○委員（堀 徹男君） はい、要望です。 

○委員長（中村和美君） じゃ、施設課のほう

はよろしくお願いをしておきたいと思います。 

 はい、次、ありませんか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。ただいまの四中

のことで関連なんですけれども、これは直接予

算のことと関係しませんで申しわけございませ

んが、八千把校区の皆さん、長年の悲願である

四中体育館の建てかえということで非常に歓迎

し、待ちわびて喜んでいらっしゃるところなん

ですが、今、工期のお話が関連で出ましたけれ

ども、３月末を目途にというふうな御説明だっ

たかと思うんですが、ちょうど３月といえば卒
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業式のシーズンになりますものですから、卒業

式までの工程としてやはり間に合うか間に合わ

ないかでいうと、どんな状況でしょうか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。これ、

四中の学校側ともいろいろお話はさせていただ

いているんですけども、現状としては、もう卒

業式にはちょっと工事は間に合わないというと

ころで、卒業式は既設のですね、体育館のほう

で行っていただくように学校側とは協議を行っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。学校、保護者の

ほうへのですね、アナウンス、御説明は十分時

間かけてなさっていらっしゃるということも漏

れ聞いとりますので、一応確認でございまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ちょっと確認だけをす

るの忘れたんで。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（堀口 晃君） 今の、この四中の改築

事業についての構造的な部分で修正があったと

いうことにおいて、工事費用については、これ

は変わらないということで認識していいんです

かね。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。工事費

につきましては、柱の大きさとか変わったとこ

ろもございますので、その分についてはです

ね、また金額の契約変更をですね、行いたいと

いうふうには考えとります。今、その中身につ

いてはですね、精査をしておりますので、それ

についてはまた工期とですね、この金額につき

ましては、契約の変更を行いたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 大まかにどのくらいぐ

らいふえるかというのは今わかりますか。わか

らなければ、いいですけど。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今、精

査をしてるところでございまして、今ちょっと

申し上げることができません。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。意見がありましたら、お

願いします。ありませんか。ありませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、以

上で第９款・教育費については終了します。あ

りがとうございました。（｢ありがとうござい

ました」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）小

会します。 

（午前１０時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２４分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に変

えます。 

 次に、健康福祉部から歳出の第３款・民生費

及び第４款・衛生費について説明を願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 
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○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の上田で

ございます。大変お世話になります。 

 それでは、議案第１２０号の一般会計補正予

算・第８号中、第３款・民生費につきまして、

堀次長より説明させますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀健康福祉部

次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）お世話になります。健

康福祉部の堀でございます。座らせていただ

き、説明を続けさせていただきます。 

 議案第１２０号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算書・第８号のうち、健康福祉部が所

管いたします第３款・民生費及び第４款・衛生

費につきまして御説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出の部でございますが、款の見出し中、款

の３・民生費では、補正額１３７８万８０００

円を追加し、補正後の予算額を２００億１５８

４万４０００円としております。 

 内訳としまして、項１の社会福祉費に５９９

万６０００円を追加し、補正後の予算額を８９

億１３８４万２０００円としております。 

 項の２の児童福祉費は、７万４０００円を減

額し、８１億７１８２万８０００円としており

ます。 

 項の３の生活保護費は、７８６万６０００円

を追加し、２９億２６７０万２０００円といた

しております。 

 款の４・衛生費では、補正額２２５万８００

０円を追加し、補正後の予算額を３９億４８２

９万８０００円としております。内訳としまし

て、健康福祉部が所管しております項の１の保

健衛生費を説明いたしますが、８８４万円を減

額し、補正後の予算額を１６億５０３４万７０

００円としております。 

 次に、補正予算書の５ページをごらんいただ

けますでしょうか。繰越明許費の補正でござい

ますが、１、追加の表でございますが、款の

３・民生費、項の２・児童福祉費、子ども・子

育て支援システム導入委託事業の５８２万円を

繰越明許費に追加いたしております。内容は、

後ほど歳出の説明の中で申し上げます。 

 次に、補正予算書の１５ページをお願いいた

します。内容を御説明いたします。 

 なお、今回の人件費に係る補正の概要につき

ましては、先ほど教育委員会から説明がありま

したので、詳しくは省略させていただきます。 

 ポイントとしまして、本年度は給料表の改定

がなく、期末勤勉手当の改定もなかったため、

例年お願いしておりました人事院勧告に準じた

補正がございません。今回の１２月人件費補正

の主な要因としましては、２５年度当初予算作

成時点で見込んだ人件費と４月の実際の人事異

動後の職員給与などとの差額及び退職者、育児

休業などと市町村職員共済組合の負担金掛率改

定などの影響によるものでございます。 

 それでは、目ごとに補正内容を御説明いたし

ます。１５ページでございますが、款の３・民

生費、項の１・社会福祉費、目の１・社会福祉

総務費に補正額といたしまして５０万８０００

円を減額して、補正後を５３億３３８３万８０

００円といたしております。節の欄でございま

すが、節の２・給料から節の４・共済費までは

職員７名分の人事異動による増減額でございま

す。節の欄、職員手当等２５５万２０００円

中、時間外手当が不足いたしますため１８０万

円追加いたしております。 
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 なお、以降の人件費の説明につきましては、

該当する職員数の言及のみの説明にとどめさせ

ていただきますので、御了承のほどお願いいた

します。 

 次に、目の２・老人福祉対策費では、人件費

１５８万９０００円の減額で、これは職員５名

分の人事異動の影響によるものでございます。 

 目の４・障害福祉対策費では、人件費８４８

万３０００円の増額を計上しております。これ

は、前年度比職員１名増となる職員２３名分の

人事異動と１級職員１名分による減の影響によ

るものでございます。 

 目の５・国民年金費は、職員５名分の人事異

動に伴う影響によるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 款の３・民生費、項の２・児童福祉費、目の

１・児童福祉総務費に補正額といたしまして１

１０４万９０００円を追加いたして、補正後３

億３９２９万８０００円といたしております。

特定財源として、子ども・子育て支援システム

導入委託に対して、県支出金５８２万円を予定

しております。説明欄をお願いいたします。子

ども・子育て支援事業計画策定事業は、平成２

７年４月から、子ども・子育て支援新制度開始

に伴い、新制度への対応及び国が構築いたしま

す全国統合システムへの接続を行うため、シス

テム導入に要する経費でございまして、節の１

３・委託料を補正するものでございます。 

 なお、導入に関しましては、現在、国から順

次システム仕様が通知されてきておりますもの

の、システム内容の確定が年度末になる見込み

などから、導入が翌年度まで期間を要すること

になりますので、先ほど申し上げました繰越明

許費を設定いたすものでございます。 

 目の１・児童福祉総務費の人件費５２２万９

０００円の増額につきましては、前年度比、職

員１名増による職員１８名分の人事異動に伴う

ものの影響によるものでございます。 

 次に、目の３・保育所費では人件費１１１２

万３０００円の減額を計上しております。これ

は、公立保育所職員７６名分について、主に１

級職員３名分の影響による減でございます。 

 下の表となります。第３款・民生費、項の

３・生活保護費でございます。目の１・生活保

護総務費では、人件費７８６万６０００円を追

加しております。これは前年度比職員数２名増

となる職員２１名分の人事異動に伴うものでご

ざいます。 

 次に、１７ページをごらんください。第４

款・衛生費、項の１・保健衛生費、目の１・保

健衛生総務費では、８８４万円の減額を計上し

ております。節の欄でございますが、節の２・

給料から節の４・共済費までは前年度比職員数

１名減となる職員３３名分の人事異動及び退職

者１名、育児休業２名分の減による影響でござ

います。人件費としましては、１５６４万８０

００円の減額補正でございます。また、節の２

８・繰出金としまして、簡易水道事業特別会計

繰出金６８０万８０００円を追加いたしており

ます。これは、簡易水道事業特別会計におきま

して、コンピューターシステムＯＳのサポート

終了に伴い、新システム入れかえとハンディタ

ーミナル端末導入を行うための経費でございま

して、簡易水道事業特別会計におきまして詳細

に説明する予定でございます。人件費、繰出金

を合わせまして８８４万円の減額となっており

ます。 

 以上が健康福祉部が所管いたします補正予算

の内容でございます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○委員長（中村和美君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい、１７ページでご
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ざいますけれども、衛生費、保健衛生総務費の

中身について、念のため確認でお尋ねしたいと

思いますけれども、退職者１名というお話がご

ざいましたが、これちょっとおいときまして、

地方交付税上措置してある保健師さんの人数と

実際に八代市が配置している保健師さんの職員

の実数、もしわかればお答えいただけますでし

ょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、申しわけありません。今、現時点につ

いては把握しておりません。申しわけありませ

ん。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。ちょっと急な質

問で恐縮だったんですけど、もしわかりました

ら、追ってお知らせいただければというふうに

思います。細かな人数は結構なんですけれど

も、地方交付税上措置してある人数よりも恐ら

く配置してある人数少ないかというふうに推察

するんですけど、そこの点はいかがでしょう。 

○委員長（中村和美君） どなたか、はい、代

表。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 先日も議会の本会議でも保健師さん等につい

ての質問がございました。確かに西濵副委員長

おっしゃるように、保健師等についてはです

ね、他市と状況を比べましても少ないと、私ど

もも思っております。そういった中で、今年度

お一人ですね、ちょっと中途で退職、御自身の

御都合でですね、退職されることになりました

ので、また保健師の採用については人事当局の

ほうにもですね、お願いしておりますので、順

次採用について、引き続きですね、お願いして

いきたいと思っております。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。改めて言うまで

もないと思いますけど、厚生労働省のほうは、

この件はかねてより各自治体に何度もお話をし

てるところかというふうに思います。それぞれ

の自治体の人員削減計画だとかあるがゆえに、

いろいろ各部署個別のお話で難しいというのは

重々わかってるんですけれども、恐らくあの職

場は通年として非常に忙しいというのは、この

前の一般質問の中でもかいま見ることができま

したので、健康福祉部とされましても、総務部

とですね、いろいろ折衝はやっていかれればと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい、よろしいです

か。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、ほかありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。済みません、子

ども・子育て支援事業計画の件なんですけど、

ここはもう来年、今年度末にならないと全く概

要が見えてこないということで……。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） 松村こども未来課課

長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）こども未来課、松村でございま

す。 

 このシステムにつきましては、大まかな概要

についてはわかっておりますが、詳細な部分の
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決定が年度末までずれるということで、年度内

の完了は難しいというところでございます。概

要は大まかわかってはおります。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 同じ質問なんですが、

平成２７年度から今までと違う、平成２５年度

と違う平成２７年度になったときに、全国一斉

に行われるこのシステムの内容についてです

ね、詳細はいいんですけども、どういうふうに

変わっていくのか、そのシステム自体がどうい

うふうに変わるから、今回こういうふうな形で

繰越明許されるのか、その辺をちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。今回

のシステムについては大きく２点あるかと思い

ます。 

 まず１点目が、先ほど言いましたように、国

が今回、情報を、全国の市町村の情報を共有す

るためのシステムをつくるということで、今ま

ではほとんどの情報というのはペーパーで国の

ほうにやりとりをしてるわけですけれども、そ

れを今回はデータで直接国のほうに提供すると

いうことで、県と国に情報を提供するシステム

が１つ必要であるというのが１点です。 

 もう一点が、今回新たなシステムに伴いまし

て、いろんな認定を受けた情報管理だとか、あ

とは施設や事業者の情報、または交付金の申請

交付事務につきましても、全て電子データでや

りとりを行うというふうなことで、そちらにつ

いては市町村のほうでのシステムをつくってく

れということですので、その大きな２点が新た

に──今まではなかったのに、新たに今回はシ

ステム化を行うというところが大きな要因にな

ります。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 今まではペーパーで行

っていたものが、今度はデータでやりとりをす

るという、こういうふうなことでの構築をする

全国統一統合システムということでいいです

か。今までペーパーでやっていたものが。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） 松村こども未来課課

長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。今ま

でやってた部分と今回新たに始まる制度といい

ますか、支給認定をするときに、今回は就学前

の子供さんであれば、幼稚園とか保育所に入る

ためには、まず行けるかどうかという判定を受

けなければいけないということで、現行介護保

険制度が、要支援とか要介護とかありますけれ

ども、そういった感じであなたは幼稚園に行け

ますよだったら、１号の認定を受けなさいと

か、また保育園に行けるんだったら、２号を受

けなさいとかいうのがありますので、そういっ

た新たなそういった認定をするためのシステム

というのをつくって、そこからのデータを県や

国に提供するというようなとこで、そういった

新たに今回加わる部分が主でありまして、た

だ、先ほど言いました交付金事務につきまして

は、現在もありますので、そちらについては文

書化からデータ化へ変わる部分もあるというと

ころでございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい、ほかありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

いたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なしですね。はい、

なければ、以上で第３款・民生費及び第４款・

衛生費については終了し、これより採決いたし

ます。 

 議案第１２０号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第８号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１３１号・財産の無償譲渡について 

◎議案第１４４号・八代市立保寿寮条例の廃止

について 

○委員長（中村和美君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第１３１号・財産の無償譲渡についてを

議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１３１号・財産の

無償譲渡につきまして、長寿支援課、小林課長

より説明させますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）長寿支援課の小林でございます。よろしく

お願いいたします。それでは、失礼して座らせ

ていただいて説明したいと思います。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○長寿支援課長（小林眞二君） それでは、議

案第１３１号・財産の無償譲渡についてでござ

いますけども、説明のほうはお配りしておりま

す資料に基づいて行いたいと思います。 

 右肩に議案第１３１号、１４４号関係資料と

記載してあります資料ございますので…… 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長。委員長、よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 議案第１３１号と第１４４号の八代市立保寿

寮条例の廃止については、関連しておりますの

で、一括してよろしいでしょうか、説明を。 

○委員長（中村和美君） はい。１３１と（健

康福祉部長兼福祉事務所長上田淑哉君「１４４

号・八代市立保寿寮条例の廃止について」と呼

ぶ）よろしいでしょうか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長、今の資料はど

こにあるんですか。（｢事前にお配りをしてい

たと思うんですが」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） その前に、１３１号

と１４４号、これは一括して説明よろしいです

か。（｢はい」と呼ぶ者あり）そのように、じ

ゃお願いしたいと思います。それでは、資料の

説明はお願いします。（健康福祉部長兼福祉事

務所長上田淑哉君「資料ございますでしょう

か」と呼ぶ）（｢はい」「よろしいでしょう

か」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） それでは、議

案第１３１号、１４４号について説明をさせて

いただきたいと思います。 
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 資料に基づき説明いたします。 

 まず１点目の、提案の理由でございますけれ

ども、平成２６年度より八代市立保寿寮を八代

市社会福祉事業団へ譲渡することに伴いまし

て、①の議案第１３１号・財産の無償譲渡につ

いて及び②の議案第１４４号・八代市立保寿寮

条例の廃止につきまして、議会の議決を要する

ものでございます。 

 次に２の、保寿寮についてでございますが、

保寿寮は、昭和２３年６月１日に市によって設

置いたしました養護老人ホームでございまし

て、平成６年４月に現在地の日奈久平成町のほ

うに移転をいたしております。 

 ３の事業運営に関する経緯ですけれども、平

成８年４月より、市直営から事業団に管理運営

委託を開始いたしまして、その後、平成１８年

４月から指定管理制度を導入、事業団を指定管

理者として協定を締結いたしまして、平成２６

年３月末で指定管理を終了する予定となってお

ります。 

 ４、施設譲渡に関する経緯です。 

 八代市行財政改革大綱に基づき、民間活力の

活用、住民サービスの向上や経費の削減、雇用

の確保などの観点から、施設民営化に向けた検

討開始をいたしまして、第２次行財政改革実施

計画の中で民間へ譲渡することを決定し、盛り

込んでおります。平成２２年９月の議会文教福

祉委員会におきまして、今後の方針につき、平

成２６年度末にて指定管理を終了し、以降事業

団へ譲渡することを説明いたしまして、了承を

いただいたところでございます。その後、譲渡

に関しまして、事業団との協議を重ね、事務手

続を進めてまいりまして、現在に至ったところ

でもございます。 

 次に５の、事業団へ譲渡する理由ですけれど

も、事業団は、昭和５２年３月に当時の厚生省

の通知に基づき、市設置の福祉施設の運営を委

託するため、市の出資により設立した団体でご

ざいます。その業務は、市の福祉施設の管理運

営の受託業務に限られていたため、利益を追求

する経営体質ではなく、財政基盤は決して強く

ありませんが、資料に示しております理由など

から、譲渡を受けることによって財政基盤の強

化が図られることとなります。また、利用者及

び家族が安心、信頼して利用できる環境が必要

であることから、入所者に大きな環境の変化が

生じないよう、これまで長期にわたって運営し

てきました、実績と信頼のある社会福祉事業団

が望ましいことなどから、事業団への譲渡する

ことといたしております。 

 ６の施設の譲渡方法及び理由ですが、建物に

ついては無償譲渡、土地については無償貸与と

しております。その理由といたしましては、事

業団の財政力の問題や県内における同様の事例

におきまして、建物は無償譲渡、土地は無償貸

与とされていること、建物を有償譲渡とした場

合、国庫への返納金が生じること、土地の無償

貸与につきましては、市の、八代市有財産の交

換、譲与、無償貸付等に関する条例が適用され

ることなどによるものでございます。 

 今回、議決をいただいた後は、施設の設置に

関する県への必要な手続を経まして、２６年度

より事業団主体による養護老人ホームの事業運

営が開始される予定でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） １３１号、以下１つ

ずつやりますか。それとも１４４号続けてやり

ますか。１つずつでいいですか。──それじ

ゃ、まず１つずつ片づけたいと思います。 

 以上の部分について質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

○委員（橋本隆一君） 済みません、橋本で

す。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） もう社会福祉事業団が
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長年にわたり管理運営をされているということ

で、それは自分もよく存じ上げてるところでご

ざいますが、公平な立場として捉えたときに、

例えば、他の事業福祉法人等が、ああ、それだ

ったら、うちもしたいですとかですね、そうい

った協議というのはなされなくて、もう前提と

して事業団がそれを運営するちゅうなこともさ

れていたのかということをちょっとお尋ねした

いんです。 

 当然、私が反対してるというわけじゃなく

て、そこの公平な視点からということでお聞き

していただきたいと思うんですけど、はい。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） 平成２２年当

時に、この民営化についてですね、協議をいた

しまして、民営化することを決定しておりま

す。その後、譲渡先をどこにするかというふう

な検討もなされておりまして、その中で一般社

福法人に譲渡した場合も当然ですね、検討の中

に含めまして、事業団へ譲渡した場合との違い

をですね、比較検討し、その上でやはり事業団

というのは市がですね、その当時、市の持って

いる施設を管理委託させるために、市の出資で

つくった団体であると、つまり公共的団体であ

るということと、もし保寿寮をですね、譲渡さ

れないということになると、そこで働いていら

っしゃる方の雇用の場も失うということ、それ

が事業団そのものの本体のですね、運営にも影

響を与えていくというふうなこと、そういった

ことを総合的に判断をいたしまして、事業団が

最適な譲渡先だという判断をいたしておりま

す。 

○委員（橋本隆一君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい、ほかありませ

んか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 私も同じような、橋本

委員とですね、同じような考え方を持って、有

償譲渡っていうのはできないのかというふうな

部分があって、事業団については無償譲渡する

しかないのかもしれないけども、他のところに

ついては有償譲渡ができるんではないかってい

う、今の御説明においては、今働いていらっし

ゃる部分の雇用の問題という部分を今おっしゃ

いましたけども、その雇用も含めて有償譲渡が

できるところが手挙げてくれというふうなとこ

ろが、その部分はできなかったのかという部分

はどうなんですかね。雇用を守るというふうな

ところを今おっしゃられたので、雇用を守るた

めに、じゃあこの雇用をしてくださいね、でも

建物は有償譲渡でしますからというふうなこと

でお安く譲るという場合も考えられたんだろう

と思うけど、その辺の考えはなかったのか、ち

ょっとお聞かせください。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。おっしゃるように雇用だけということ

ではないんですけどもですね、先ほどからお話

し申し上げとるように、社会福祉事業団という

のは、国が昭和４６年の通知で市町村に社会福

祉施設、市町村が持っている社会福祉施設の管

理運営を委託させてきたと。そのために、市が

出資をしているということです、その団体に対

して。出資して、その事業団というのを設立し

たという経緯がございます。それで、これまで

いろんな施設を委託してきたということなんで

すけども、それが自治法の改正によりまして、

指定管理者制度が導入されてきたということ

で、平成１８年から指定管理ということで、こ

の保寿寮も導入してきたんですけれどもです
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ね、そういった中でちょうど起債の償還が平成

２６年末でちょうど終了するものですから、そ

ういったことで事業団をありきということでは

ないんですけどもですね、事業団に対して譲渡

というのを検討してきたと。ただ、今先ほど言

ったように、民間の一般の社会福祉法人等につ

いても、一応不動産鑑定あたりもして、当時い

たしまして、したんですけれども、ただやはり

社会福祉事業団という、市が設立してきた経緯

というものがありまして、それと他市の事業団

におきましても、これも無償で事業団に譲渡し

ているという経緯がございましたので、事業団

に今回お願いすると。事業団自体は、ほかの社

会福祉法人さんとも比較いたしまして、例え

ば、基金を積み立てるとか、そういったことが

ほとんどないもんですから、財政力が非常に脆

弱なものですから、仮に事業団がそれを例え

ば、公募でこれを保寿寮をしたとしたときに

も、それをとれないという状況になったとき

に、そういったときに職を失ってしまう職員が

おるということになると。その場合、今、堀口

委員が……、じゃ、それを一般のとった法人が

その人たちを雇えばいいじゃないかということ

ですけども、もともと事業団というのは、設立

したときには国がその４６年の通知のもとに、

一般の公務員と同程度の、同水準の給与を保証

しなさいという、そういったものがあったもの

ですから、現実的にはちょっと低いんですけど

もですね、そういったことで給与の水準はある

程度保証されているんですけれども、仮に一般

の社会福祉法人がそれをとったとした場合に、

すぐすぐ、じゃ、そこに入れるかどうかという

のもちょっと厳しい部分があるかと思います。

そういったことから、総合的に考えて考慮して

ですね、検討してきた結果、事業団にというこ

とでお願いするように。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） お話を聞くと、ありき

だったのかなというところがあるんですけれど

も、私は一般的な感覚から見て８億何千万円を

かけたその建物を、土地は別としてですね、建

物が８億何千万ぐらいかかったというふうに聞

いておりますが、それを民間に無償譲渡すると

いうところだけが前面に出てきて、民間に譲渡

する、八代市のものをね、民間に無償譲渡す

る、何事かっていうふうなところがあられる部

分があるもんですから、その辺のところはきっ

ちりね、説明をしておかないと、いや、民間と

言っても八代市が設立した社会福祉事業団なん

ですよと。だから、言うなら、子会社みたいな

もんなんだと。そこに今度委託をするのに、自

分たちが建物持っとってもいかぬから、今度は

向こうにやるんですよというふうなところが、

そういうことなんですよね。 

 ですから、民間の一般の方々の社福をされて

いる部分について無償譲渡する、何も関係ない

ところに無償譲渡するんではなくて、やっぱり

言うなら八代市が母体であって、その子会社の

ほうに無償譲渡するんだというような、ここで

今後もその管理運営をやっていただくんだとい

うような、こういう説明ですよね。一番心配す

るのは民間に譲渡というようなところがあった

もんですから、そこが市民の皆さんから見たと

きに、八代市が税金で建てたものを、そして、

それを民間に無償でやるっていうのは何、どう

なのっていうようなところがあられるんで、そ

このところの部分をちゃんと押さえとかないか

ぬなと思ってですね、質問したところでござい

ます。はい、他意はございませんので。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀 徹男君） あります。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） いや、民間、民間って

おっしゃるんですけど、市の出資比率ってどれ

ぐらい社会福祉事業団には関与されてるんです
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か。純然たる民間事業者と言えるのかなとい

う。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 当時昭和５２年だったですけれども、基本財

産が３００万円、運用財産３５０万出資して設

立している団体ですね。それと、先ほど堀口委

員が言われましたように、これまで、例えば、

直営でしてきた施設を売却しますよと、譲渡し

ますよといった場合には当然公募とかになるこ

とになるかと思います。その辺が経緯がです

ね、ちょっとあるもんですから。はい。 

○委員長（中村和美君） 堀委員、よろしいで

すか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀口 晃君） ちょっと、もう一つだ

け。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） この説明の中の６番の

ですね、３については、建物を有償譲渡した場

合には補助金の一部を国庫に返納するというの

があるんですが、今、部長がおっしゃられたよ

うに償還はもう既に終わっているというふうに

お聞きしたところなんですが、これを有償譲渡

したときにどのくらいぐらい国庫に返納する必

要があるのか、また償還は全部終わっているの

にもかかわらず、またそれが返還しなけりゃな

らないのかっていう、そのところをちょっと教

えていただきたい。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。先ほ

ど、部長のほうから説明したものは起債のほう

の償還でございまして、こちらのほうは補助金

の返還でございまして、補助金の返還について

は国のほうの規定によりまして、売却価格に当

時の総事業費に対する当時の国庫補助、県補助

もですね、割合を乗じたものを返還するという

ことになっておりますので、現在ですね、資産

の評価というのは行っておりませんけども、減

価償却の残存価格で仮にですね、計算をいたし

ますと、現在、国・県の補助金を返還分はおよ

そ３９００万ほど返さなければならないという

数字になっております。 

○委員（堀口 晃君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） 今、堀口委員さんがお

っしゃったところ、私もちょっと関心があった

ところだったんですけれども、実際に譲渡され

たその後なんですけれども、社会福祉事業団の

資産という形になろうかと思うんですが、そう

した暁には、八代市に固定資産税が税収として

入る取り扱いになるんでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、いいですか。 

 はい、小林長寿支援課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。これは

ですね、譲渡前も譲渡後も社会福祉法人の公益

事業ということで固定資産税を課税されないと

いうことになります。非課税ということになり

ます。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。そのことを踏ま

えてなんですけれども、今まで施設も、平成…

…（｢６年」と呼ぶ者あり）６年ですかね、建

築されてから、メンテナンスあたりも出てきた

かというふうに思うんですけれども、この後は

仮に維持管理に必要な事項が出た場合の市の関
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与のあり方というのはどういうふうに変化して

いくんでしょうか。 

○委員長（中村和美君） いいですか、いいで

すか。どっちかです。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 じゃあ、いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 当然、事業団に譲渡するわけですので、メン

テについては事業団で責任を持って行っていた

だくと。そのために、これまで財政力が非常に

脆弱だったということですけども、基本的に言

えば利益は出してはいけなかったということ

で、それが今度は民間ということになるもんで

すから、そういった場合に措置費の中に今度は

上乗せ分が出てきます。先ほど課長も申し上げ

ましたけども、５の②のところですね。措置委

託料に民間施設給与等改善費が新たに加算され

るということでございますので、こういったと

ころの加算分が上乗せされると。 

 それと、あと財産を取得することによって、

金融機関からの融資を受けられることができる

と。ですから、そういったことで、例えば、修

繕費が出てきたりとかいった場合には修繕引当

金にも積み立てられるし、あるいは金融機関か

ら融資を受けて修繕とかにも改修とかもできる

ことは可能となるということでございます。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい、結構です。あり

がとうございました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（堀口 晃君） はい、済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。無償譲渡して、

もう既に２０年、今現在建物が建って２０年た

つわけですよね。その耐震であったりとかとい

う部分で、もうどうしようもなくなったときに

は、今度はそこの社会福祉事業団は、ほかのと

ころに売るということもこれはもう考えられる

話なんですよね。その建物を売るという部分は

考えられる話。あと２０年、３０年やっていく

と、もうぼろぼろになって、今度は新しく建て

ないといけないという状況になったときには自

分たちで建てられるのか、もうそれはもうやめ

たというふうにされるのか、建物古いというふ

うにお聞きしているんですけれども、これから

１０年、２０年て営業されていかれるわけなん

ですけども、そうなったときに全面建てかえが

必要になったときには全部自分たちで建てかえ

られるのか、もしくはどっかにもうその建物自

体を売るという状況になるのか、その辺はいか

がですか、今後のことなんですけども。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 今後のことについてはですね、検討していか

なくちゃいけないと思いますけど、ただ、建物

自体まだ２０年ですので、あそこ鉄筋コンクリ

ートですので、耐用年数自体からいくと、まだ

まだ十分な耐用年数になりますので。ただ、あ

そこの敷地自体が埋め立てている敷地なもんで

すから、ちょっと地盤沈下等の影響は少しは出

てくるかと思います。 

 ですから、当然今後の中で、じゃあ、二、三

年たったけん、もうあそこば売却しますていう

ことは、それはちょっと認めないよと。当分の

間、当然養護老人ホームとして、その用途目的

のもとに運営をしていただくということは、し

っかりとその事業団のほうには、そういったも

のはしていかなくゃいけないと思っておりま

す。 
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○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 今、部長がおっしゃら

れた部分についての契約ですよね、お互いに譲

渡するための契約について、覚書みたいなやつ

で、今後も今の目的趣旨にのっとってやってい

くというふうなところを、そうしなければまた

返納していただくよというふうな部分も、何か

そういう覚書の部分について、契約の内容につ

いてはあるのかないのか、その辺はいかがです

か。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。今回の

譲渡に関する契約の中にですね、そういった条

項を盛り込んでおります。建物はですね、養護

老人ホーム以外の目的に供してはならないとか

ですね、１０年間は売却であるとかいうものは

禁じてるというような条項も入れております。 

○委員（堀口 晃君） ああ、なるほど。（発

言する者あり）はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 今初めて１０年間とい

うね、お話が出ました。じゃ、１１年目からは

もう売却しても構わないという、こういうふう

なお話だろうと思うんですけども、その辺は。 

○長寿支援課長（小林眞二君） ただ、あの─

─あっ、済いません。 

○委員長（中村和美君） 小林長寿支援課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。建物の

使用目的は、養護老人ホームに限るというふう

にしておりますので、売却後も引き続きどこか

がそこの養護老人ホームに使用しなければなら

ないというような制限にしていると思います。 

○委員（堀口 晃君） なるほど。委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ということは売却はで

きるというお話ですよね。はい。 

 そこのところをですね、無償譲渡して、今度

は何か社会福祉事業団が１０年後以降には何か

それを売却してもうかるっていう、何かそうい

う構図が出てくるような気がするんですが、そ

の辺は。済いません。（笑声） 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 今の事業団の体制からすると、例えば、その

施設を売却してほかの事業に供するかというの

は考えられないということがあります。ただ、

今の事業団が、養護老人ホームだけで運営して

いくというのはかなりやっぱり財政的にも厳し

いものですから、そういった中で今後の介護事

業とか、介護保険の事業とか、そういったもの

に、事業を検討しておかれるのはいいことかと

思いますけどですね。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） まず、長期的な話とも

う一つはですね、災害が起きたときに、激甚災

害、布田川・日奈久断層という部分が隣接して

いる状況がある中においてですね、その建物が

もう壊滅状態になるっていう状況があったとき

に、またこれについては市の関与という部分が

出てくるのか、もう無償譲渡したんだから、そ

れはもう仕方がないというふうに考えられるの

か、その辺のところも含めて、ちょっとお考え

を聞かせていただければ。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。建物が壊れるような災害が発生した場

合には、建物自体に国のほうから災害に対する

補助金というのが来るようになっておりますの
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で、ここら辺は大丈夫かと思います。はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） それは一民間、市の施

設ではなくて一民間のところにそういう補助金

が来るんですかね。 

○委員長（中村和美君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 社会福祉法人という観点から、社会福祉法人

に対して、そういった災害に対しての補助金等

は予定されておると。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。その辺も含めて

ですね、今度契約を、無償譲渡されるときに

は、いろんな想定が考えられるわけですから、

今後もこの老人福祉施設という部分においてで

すね、しっかりとした運営をやっていくために

ね、いろんなところの契約を結んでいただけれ

ばというふうに思っておりますので、よろしく

お願いします。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３１号・財産の無償譲渡について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 次に、先ほどの続きでございます議案第１４

４号・八代市立保寿寮条例の廃止についてを議

題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 それでは、続きまして、保寿寮条例の廃止に

ついて、引き続き小林課長から、今、関連があ

りましたので、簡単に説明いたします。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。それで

は、引き続き説明させていただきます。 

 議案第１４４号の八代市立保寿寮条例の廃止

についてでございますけれども、この件につき

ましては、今先ほどですね、御説明いたしまし

た保寿寮の譲渡に関するものでございまして、

譲渡に伴いまして、その設置条例を廃止するも

のでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようでございま

すので、なければ、これより採決いたします。 

 議案第１４４号・八代市立保寿寮条例の廃止

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 
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◎議案第１４０号・八代市介護保険条例の一部

改正について 

○委員長（中村和美君） 続いて、条例議案の

審査に入ります。議案第１４０号・八代市介護

保険条例の一部改正についてを議題とし、説明

を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１４０号・八代市

介護保険条例の一部改正につきまして、引き続

き長寿支援課の小林課長より説明させますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。それで

は、引き続き説明させていただきます。失礼し

て座らせていただきます。 

 それでは、議案第１４０号・八代市介護保険

条例の一部改正についてでございますけれど

も、説明はまたお配りをしております資料に基

づいて説明したいと思います。右肩に第１４０

号関係資料とございます。こちらの資料によっ

て説明をしたいと思います。よろしいでしょう

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それではまず、１の改正の理由でございます

けれども、平成２５年３月３０日に公布されま

した地方税法の一部を改正する法律の内容に準

じ、八代市介護保険条例の保険料の延滞金の利

率等について所要の改正を行うものでございま

す。 

 次に２点目の、改正の概要でございますけれ

ども、（１）で附則第３条関係の改正でござい

ます。①は、地方税法の改正に準じて、附則第

３条延滞金の割合の特例につき、改正するもの

でございます。まず、延滞金の特例割合を計算

する際に用います特例基準割合が表の１のとお

り、現行では各年の前年の１１月３０日を経過

する時における商業手形の基準割引率に年４％

を加算した割合と規定されますものを、改正後

は各年の前々年の１０月から前年９月までにお

ける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の

平均の割合に年１％を加算した割合と変更をさ

れております。この特例基準割合の変更と延滞

金割合の特例の変更によりまして、表の２、附

則第３条の変更内容の中にございます、一番右

側になりますけれども、改正後の欄、納期限が

納期限後１カ月以内の割合を新たな特例基準の

割合に１％を加えた割合として、平成２５年の

場合で３％、納期限後１カ月を過ぎた後の割合

を新特例基準割合に７.３％を加えた割合とし

て、９.３％が適用されることとなります。 

 一番下の②ですけれども、延滞金の端数の取

り扱いを、現在、附則に定めてありますものを

本則へ移行しております。 

 それでは、資料の裏側をお願いいたします。

（２）では、本則第１０条の改正を行っており

ます。これは、地方税法に準じまして、納期限

１カ月以内の延滞金７.３％を追加し、延滞金

の全額が１０００円未満の場合の取り扱いを追

加いたしております。 

 ３の施行期日ですが、平成２６年の１月１日

でございます。 

 下の４は、新旧対照表となっております。以

上が今回の条例の改正の内容でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） お聞かせいただきた
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い、ちょっとわからないんでですね。今回、介

護保険条例の附則第３条の内容の変更というこ

とで、表の２の部分で改正後の部分において、

特例基準割合の部分について１カ月以内につい

ては現行の分よりも１.３％、延滞金が安くな

る。そしてまた、その１カ月を過ぎた場合には

５％上乗せするんで、余計延滞金を払わなけれ

ばならないという、こういう、単純にはこうい

うことでいいんですか。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） 小林長寿支援課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） 市町村の保険

料についての延滞金の設定なんですけれども、

これは税法のとおりしなくてはならないという

ことにはなっておりませんで、地方自治法に基

づいて、市町村独自でですね、保険料について

の延滞金を設定できるということになります。

料の中でも、市の中でも、料の種類によっても

独自に設定することが可能ということになりま

して、八代市の介護保険の条例の中でこの延滞

金の取り扱いというのが税法とちょっと違った

取り扱いをしておりました。で、これまではで

すね、介護保険では、うちのほうの割合のほう

が低く設定をされておりましたけれども、今回

の改正によって１カ月以内の部分については逆

転現象が出てきたということ、将来またです

ね、地方税法の改正がありますと、またその割

合が乖離がですね、大きくなるとかいうことも

懸念されますことから、今回、地方税法に合わ

せた整理をしたいということで、その結果です

ね、こういったことになったということでござ

います。 

○委員（堀口 晃君） なるほど。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ということは、現行の

ままだと４.３％、これは１カ月以内であろう

が、１カ月を過ぎた場合であろうが、４.３％

であったものが、今回は改正後についてはこう

いう差異が出てくるということでよろしいです

かね。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。

ありがとうございます。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ありませんね。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第１４０号・八代市介護保険条例の一部

改正については、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１４１号・八代市後期高齢者医療に関

する条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１４１

号・八代市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１４１号・八代市

後期高齢者医療に関する条例の一部改正につき

まして、国保ねんきん課の中村課長より説明さ

せますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい、委
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員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）国保ねんきん課の中村です。よ

ろしくお願いします。着席の上、説明させてい

ただきます。 

 議案書の５３ページをお願いいたします。 

 議案第１４１号・八代市後期高齢者医療に関

する条例の一部改正についてでございます。 

 先ほど、介護のほうでも説明ございましたけ

れども、地方自治法の改正に伴いまして、延滞

金の利率が改正になりましたことから、後期高

齢者医療の保険料につきましても延滞金の見直

しを行うに当たりまして、条例の改正が必要で

あるため提案するものでございます。 

 次の５４ページに改正条例が記載してござい

ますけれども、お手元に別添資料をお配りして

るかと思いますけれども、右肩に議案第１４１

号関係資料という資料ございますでしょうか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）改正の概要につきま

しては、そのお手元の資料に基づいて説明した

いと思います。 

 まず、改正の理由でございますけれども、先

ほどもありましたように、平成２５年３月３０

日に地方自治法の一部を……（｢地方税法」と

呼ぶ者あり）あっ、地方税法の一部を改正する

法律が公布されましたことによりまして、八代

市後期高齢者医療に関する条例においても、延

滞金の利率について所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 次に、改正内容でございますが、国税の見直

しに合わせまして、地方税に係る延滞金の利率

が引き下げられたことによりまして、後期高齢

者医療保険料に係る延滞金の利率を見直しを行

うものでございます。 

 これまで延滞金につきましては、現行年１

４.６％で納期限後１カ月以内は４.３％で計算

しておりましたけれども、今回の税法の改正に

伴いまして、１４.６％の部分につきまして

は、先ほど説明がございましたけれども、特例

基準割合に７.３％加算した割合ということ

と、納期限後１月以内につきましては、特例基

準割合に１％加算した割合ということで、参考

までに今の特例基準割合で計算いたしますと、

１４.６％の部分が９.３％と、納期限後１カ月

以内の部分が３％ということになります。施行

につきましては２６年１月１日以降の期間に対

応する延滞金について適用することといたして

おります。 

 以上、説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今、後期高齢者

の医療保険についての滞納状況についてはどの

くらいぐらいあって、延滞金が今どのくらいぐ

らいあるのか、ちょっとお聞かせいただければ

と思うんですが、その辺はわからぬでしょう。 

○委員長（中村和美君） 中村国保ねんきん課

長、どうぞ。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 一応後期

高齢者医療の保険料につきましては、徴収方法

に特別徴収というのと普通徴収というのがござ

いますけれども、特別徴収ていいますのは年金

からの特別徴収、普通徴収は年金以外ですね。

特別徴収部分が約８割程度で、２割が普通徴収

ということで、特別徴収部分についてはほとん

ど１００％ですけれども、普通徴収分の未納と

いいますか、ことしの５月末現在で約２００

人、ちょっと納め……、悪質な滞納者というわ

けではなくて納め忘れという、未納分がです

ね、２００件ぐらいございまして、金額につき
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ましてはそんなに大きな額ではございません。

それと、一応延滞金に関する条例の第７条に延

滞金を計算するのがありますけれども、基本的

に所得の少ない方ということで、実質今までの

延滞金を取った事例はございません。この利率

が下がったことによる延滞金の影響というのも

ございません。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい、その影響額を僕

は聞きたかったんですけど、もう既にお答えい

ただいたんで、もう結構です。ありがとうござ

いました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４１号・八代市後期高齢者医療に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１４５号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１４５

号・八代市立保育園の設置及び管理に関する条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１４５号・八代市

立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改

正について、こども未来課、松村課長より説明

させますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。こど

も未来課、松村でございます。座りまして、御

説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○こども未来課長（松村 浩君） 議案第１４

５号・八代市立保育園の設置及び管理に関する

条例の一部改正について御説明いたします。 

 議案書は６１ページになります。 

 まず、提案理由でございますが、日奈久若竹

保育園の廃園に伴い、所要の改正を行うもので

ございます。 

 改正内容は、本市が設置しております保育園

１４園の名称と位置を別表に記載しております

ので、６２ページの改正分にございますよう

に、その別表から八代市立日奈久若竹保育園を

削るものでございます。実施は、平成２６年４

月１日からの施行といたしております。 

 現状でございますけれども、お手元に資料を

お配りしてるかと思います。日奈久若竹保育園

の状況ということで、右肩に議案第１４５号と

書いてる１枚物のほうを差し上げております。

現在の日奈久若竹保育園の状況につきまして、

この資料で御説明を申し上げたいと思います。 

 まず、①に施設の概要を示しております。昭

和２８年の７月に開設で６０年を迎えておりま

す。現建物は昭和５３年の建設でございます。

また、②のほうに園児の推移を記載しておりま

すけれども、日奈久若竹保育園の園児数はごら
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んのように年々減少しており、ことしの１２月

現在では７人となっております。その下に在園

児数の内訳を掲げておりますけれども、年齢に

つきましては４月１日時点の園児の年齢になり

ますが、今年度、来年の３月に卒園する子供さ

んが５歳児のところでございますが、お二人い

らっしゃいますことから、来年度の４月の入所

見込みは５名というところになったところでご

ざいます。 

 そこで、以前から閉園につきましては、保護

者等と話し合いを行ってまいりましたが、今回

のこのような状況から再度閉園につきまして、

保護者や地域の方と話し合いを行いました結

果、温かく御理解をいただきましたことから、

平成２６年３月３１日をもって閉園することと

したものでございます。どうぞよろしく御審議

をお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい。この部分につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。この閉園、廃園

に当たっての基準というものがあるのかないの

か、どのくらいまで減れば閉園にするとかって

いう基準があるのかないのか。 

 それと今後の園児の見込みというのは、ここ

何年間、３年、４年ぐらいたったときに、また

どっとふえるという状況があるのかないのか、

その辺も見越した上での閉園だろうと思うんで

すけれども、その辺の可能性というのはどうな

のか、ちょっとお聞かせいただきたい。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。まず

１点目の、閉園の基準ということでございます

が、八代市におきましては八代市公立保育所の

あり方というのをことしの４月に一応策定をい

たしました。その内容につきましては、本日の

所管事務調査のほうでまた御説明のほうを詳し

くさしあげたいというふうに思いますが、統廃

合の基準ということで定めておりますのは、園

児数が２０人（委員堀口晃君「２０人」と呼

ぶ）を下回った場合には統廃合の検討を行うと

いうふうにしております。そのときの条件とし

ましては、近隣に受け入れをする認可保育所が

あることということを条件としておりますの

で、そういった条件に見合うような場合には検

討を行うということで、今回、この日奈久若竹

保育園につきましては、近隣の保育所としては

日奈久地域に２園、民間の保育所がありますの

で、そちらのほうでの受け入れが可能というふ

うに判断して、今回閉園というふうにしたとこ

ろでございます。 

 まず２点目の、今後の状況でございますけど

も、日奈久地域につきましては、最近、人口と

もに減少傾向にあって、子供さんの数につきま

しても減少傾向にあるというとこでございま

す。また、先ほど申し上げました管内、日奈久

地域にあります私立保育園２園の状況につきま

しても、日奈久地域の子供さんが約六十、五十

人程度、就学前の子供さんがいらっしゃったと

思うんですが、実際保育園の受け入れ定数自体

が１００名ちょいありますもんですから、十分

その２園でも保育園の受け入れは可能だという

ふうには判断をいたしております。ただ、現況

としましては、中心部から一部あのやっぱり日

奈久地域のほうへ行ってらっしゃるお子さんも

いらっしゃいますので、その辺を考えましても

現状では大丈夫だというふうに考えています。 

 また、これも後ほど所管事務調査で御説明し

ますが、新しい平成２７年度からの子ども・子

育て関係の事業におきまして、今後の需要調査

等も行いますので、その辺で中心部と周辺部と

の兼ね合いもですね、加えた上でのまた施設整
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備計画等をつくっていきたいと思いますので、

その辺でも十分日奈久地域は対応できるという

ふうに判断はいたしたところです。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。そこで、廃園後

の利活用というふうな部分が当然出てくるんだ

ろうと思うんで、今後のその予定についてはい

かがでしょうか。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。廃園

後の利活用につきまして、一般質問でも御質問

があったところでございまして、現時点では跡

地の活用については決まってはおりません。一

応、地域の方々の御意見等、１回お聞きはした

んですけども、その中で実際市有施設としての

利用価値があるものについては当然検討を進め

ていきたいと思います。 

 また、先ほど言いました新しいシステムの中

で福祉事業として、もしかしたら日奈久地域に

必要な施設が出てきた場合には、そちらのほう

も優先的に考えたいと思いますので、平成２６

年度にいろんな情報を収集しまして、跡地活用

については検討をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） その中で八代市の財政

状況というのは非常に厳しいということで、本

年度、まあ来年度ですね、平成２６年度から毎

年５億円ずつ減らしていかないといけない状況

があって、３３年には３６億という、ここまで

落とさなければならないという現状がある中に

おいて、施設の売却という部分もその視野の中

に入っているかどうかというのをちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。あそ

この施設につきましては、建物のほうが既に３

５年を経過はいたしておりますが、耐震調査を

した結果では耐震上は問題ないと、建物上は問

題ないということでございましたが、設備が最

近、水回りですとか、そういったところが若干

出ていますので、長期的な活用については若干

建物の場合は疑問があるかと思います。ただ、

公的に利用することがないという場合になりま

した際には、そういった民間への譲渡──売却

ですね──も踏まえたところでの検討は当然し

ていかなければいけないんじゃないかというふ

うに思います。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。そのときに例え

ば、補助金関連で、また返納しなければならな

いとかという状況が出るのかどうかという、そ

の辺はもう計算されていますか。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。施設

を壊したり、譲渡の場合は先ほどの保寿寮にあ

りましたように、国の補助金の適正化法に基づ

く基準がございますけれども、この日奈久若竹

保育園については、もう年数の方がそちらのほ

うを超えてるということで、壊したり、無償譲

渡したりしても返還金が生じるようなことはご

ざいません。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい、ほかにござい

ませんか。 
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○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。廃園となります

と、その④番にありますとおり、職員さんの再

配置が必要になってくると思うんですけど、こ

れはもう行き先はもう決まってるということ

で。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） こちらのほ

うに書いています。職員で現在５名おりますけ

ども、このうち２人が臨時職員──ま、委託職

員になりますんで、正職員が３人いることにな

りますが、この正職員につきましては残りの１

３園──現時点では１３園の保育園のほうへの

再配置というふうになります。また、保育園の

現在の職員の配置状況を申し上げますと、正職

員と臨時職員の割合が大体１対１、半分が臨時

職員で現在運用しているというふうな状況でご

ざいますので、臨時職員のほうがそれであふれ

るんじゃないかというような発想があるかもし

れませんが、現在、八代市におきましても保育

士の不足が続いております。なかなか定員があ

りましても、保育士不足のために受け入れられ

ないという保育園もあるようでございますの

で、臨時職員さんにつきましては、公立での再

雇用ができますれば、引き続き採用を行います

し、また民間保育園等を希望されれば、そちら

のほうへの案内等も行ってまいりたいというふ

うに考えております。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。園の建物と土地

の関連でお尋ねなんですけども、閉園となりま

したら、それ以降は保育所としての目的がもう

なくなることになろうかと思うんですね。そし

たら、市として健康福祉部所管の行政財産とし

て、その施設を管理し続ける意義、意味がある

のかなということもちょっと思うところがござ

います。所管として閉園になったから右から左

へというわけにはいかないんでしょうけれど

も、堀口委員さんのお話にもあったように、市

の市有財産の有効活用、あるいは地域とのコン

センサスを図るという上においては、かねてか

らその施設を所管していた部署が主体になるの

はもちろんかれしれませんけれども、処分する

ときはどうあるかということも考えたときには

全庁的なものとして扱うべきだと思うんです

が、その点についてはいかがでしょうか。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。今、

委員がおっしゃるとおりだというふうに思って

います。私どもが持っておりました関係上で、

あとのほうまでをある程度見ていくというのは

やむを得ないというふうに考えています。 

 ですので、先ほどお話が、一般質問でも質問

が出ましたけども、企業化でありますと、関係

部署としては商工とかっていう形になるかもし

れません。それで、そういったところにつきま

しては、私どものほうから、こういった跡地活

用ということで全庁的に体制をつくってです

ね、やっていかなければいけないということ

で、未利用資産につきましては、現在、行財政

改革課のほうが持っておりますので、そちらの

ほうとも連携をとりながら、跡地の活用につい

ては進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 
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○委員（西濵和博君） はい、ありがとうござ

いました。このことは健康福祉部所管の施設だ

けにとらわれずですね、教育施設も含めて、今

後こういった場面というのは出てくるかもしれ

ませんので、それは今、未利用施設関連とし

て、きっちりとスキームをつくってですね、全

庁的な体制ということでお取り組みいただけれ

ばという、同感でございますので、よろしくお

願いします。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） 直接は関係ないんです

けれども、数年前に市立保育園の民営化という

のが何か話にあって、郡築でもちょっと１園が

その対象になってて、ちょっと反対運動もあっ

てたみたいですけども、あれからどうなったん

ですか。その市全体の話として。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。もし

よろしければなんですが、所管事務調査のほう

で公立保育園のあり方のほうと現在の状況につ

きまして御説明をさしあげたいと思いますの

で、よろしければ、そちらのほうでよろしゅう

ございますでしょうか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○こども未来課長（松村 浩君） 申しわけご

ざいません。 

○委員長（中村和美君） 後ほど。ほかにあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたら、お願いします。 

 民営化に関しては、後ほど、こども未来課の

ほうからの発表があるそうでございますので、

よろしくお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４５号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。あり

がとうございました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎陳情第３号・国民健康保険財政への国庫負担

割合をふやすことを求める意見書の提出方につ

いて 

○委員長（中村和美君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については写しをお手元に配付してお

りますので、御一読いただければと存じます。 

 今回、当委員会に付託となっておりますのは

新規の陳情６件と継続審査の陳情１件です。 

 それでは、新規に付託となりました陳情第３

号・国民健康保険財政への国庫負担割合をふや

すことを求める意見書の提出方についてを議題

とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

○書記（小川孝浩君） （書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） はい。本陳情につい

て、質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） この国保のことについ

てはですね、国のことでもあるし、ここで結論

ということじゃないんですけども、国民健康保

険のほうに今、国の今、状況なり、もしくは
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今、国がどういうふうな制度改正を今やろうと

しているのかということを一旦お聞きした上で

ですね、もう一回これをお話を、審議をしてい

きたいというふうに思っているんですが、聞く

わけにはいかぬですかね。 

○委員長（中村和美君） ということで、健康

福祉部長かな、というようなことでございます

が…… 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい、関連で同じなん

ですけど、この数字の出どころですね。例え

ば、何年に何％とかっていうのが、この数字の

出どころが本当に何か、正しいのかどうか、検

証がですね、こんな短い時間じゃできないの

で、やはり堀口委員がおっしゃるように、中身

の確認を。 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、本

件について執行部に説明を聴取したいとの意見

が出されました。本件について、執行部からの

説明を求めることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） いいですか。執行

部、部長呼びましょうか、よろしいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）それでは、そのよう

にいたします。しばらくお待ちください。上田

健康福祉部長と中村国保ねんきん課長、お二人

さん。 

 それでは、申しわけございません、お忙しい

中に。執行部の説明をお願いしたいと思いま

す。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 今、陳情

の中でございますけれども、国庫負担の増額を

求める陳情、意見書提出方ということですけれ

ども、平成２４年度からですね、それまでは療

養給付費、医療費に係る国からの負担金という

のは３４％でございました。それが２４年度に

改正、負担率が下がり、３４％から３２％とい

うふうに国から来るお金が率が下がりまして、

影響額といたしまして、八代市、例えば、１０

０億、医療給付費が１００億といたしますと、

３４億から３２億と、約２億円の影響額になり

ます。一応平成２４年度に医療制度改革がござ

いまして、国の分は３４％から３２％に下げる

けれども、その分県のほうに特別調整交付金と

いうのが行っております、国からですね。県の

ほうには、それまで７％、県のほうへ国のほう

から特別調整交付金として配分されていたのが

国庫負担金を２％下げることによって、その分

を県のほうに上乗せというか、県のほうは一応

９％国から来て、県は県の判断により各自治体

にそれを、各保険者の財政事情とか特殊事情、

医療費が高いとか、県の裁量によって配分でき

るようになった。それまでは定率３４％、医療

費が高い市町村もあれば財政力の低い市町村も

ある、一律３４％国のほうはやっておりました

けれども、３２％に下げたことによって、県の

ほうで県の裁量で市町村間の財政の均衡を図る

ようにという趣旨の医療制度改正があって、今

現在３４％から３２％という状況でございま

す。国庫負担金につきましては。 

○委員長（中村和美君） いいですか。はい、

堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 結局国から出る分につ

いては今までと変わらない、２％減らして２％

ふやすというふうな状況じゃあっとですよね、

単純に言えばですね。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 状況とし

てはですね。 

○委員（堀口 晃君） そういうことですよ

ね。 

○委員長（中村和美君） というのを踏まえ

て。 
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○委員（堀口 晃君） それともう一つ。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 国については国保財政

の安定化を目指すということで、今、何か制度

を変えようとしているのか、その辺のところの

情報なんかは今入っていますか、国民健康保

険。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい、委

員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。社

会保障と税の一体改革ということで、社会保障

制度改革国民会議という言葉を耳にされたこと

があるかと思いますけれども、１年間の審議を

経て、ことしの８月６日の日に国民会議のほう

から報告書がございましたけれども、とにかく

今、国保の保険者というのは市町村が保険者に

なっておりますけれど、それを平成２９年度を

目途というか、めどに一応保険者を都道府県

化、各自治体じゃなくて県のほうに保険者、運

営主体を移行させるという報告、方向性、報告

書がなされております。 

 一応、これから多分、国と地方の協議の場と

いうのが結構頻繁に行われて、まず役割分担と

いいますか、運営は国がするけれども、保険税

の徴収はどうするのか、それと保健事業、いろ

んな特定健診とか、そういう事業はいろいろと

議論はあるみたいですけれども、税の徴収ま

で、賦課まで県が持つとした場合、均一、統一

の保険料にするのか、その辺もあるし、多分今

の方向性といたしましては、市町村がこれまで

どおり保険料の賦課徴収は市町……、これから

役割分担ははっきりしていくんでしょうけど、

ちょっとまだ不透明な部分ございますけれど

も、そういう流れではございます。 

 その前に、一応、都道府県としてみれば、ま

ず、保険者を県に移行する前に、国保の構造的

な問題、財政的なことを国民健康保険というの

は低所得者が多くて高齢者が多い、また医療費

の水準も高いということで、まずもう構造的に

も赤字といいますか、その国保自体の構造をま

ず解消し、そのために国からの財政支援が必要

だと考えております。構造改革をした上であれ

ば、都道府県としてみれば保険者となってもい

いと。そういう、前提としては構造改革を行っ

てほしいという要望はされてるみたいですけれ

ども、国のほうに対して。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） そういう形で国のほう

はいろんな低所得者であったりとか、いろんな

方々に対して手厚い部分をしようということ

で、国民会議を開催して、今まで市町村であっ

たものを今度は県のほうに移行するというふう

なことを平成２９年度までに何かやっていこう

と。その中において、非常に細かなサービスが

できなくなるんではないかという懸念があるか

らこそ、今回、こういう陳情になっているのか

なと思うとばってんが、そこのところ、あとは

国の負担増をしなさいよという、国もお金を持

ってないという状況の中においては負担増、負

担増といったって、これはしようがない話だけ

んですね、国がその辺も含めてですね、この国

民健康保険についてはいろいろ施策を打ってき

てるような気がするんですけれども、今後の将

来性についてですね、そこはわかった上でです

ね、低所得者であったりとかサービスを受けら

れない方がいらっしゃるという部分は、高齢者

であったりとかっていう部分も、そこについて

やっぱり手厚い保護をするんだということも、

今からやろうとしているような気がするんです

けど、そこはどうなんですかね。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 
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○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。来

年の４月から消費税が５％から８％、３％上が

るということで、約５兆円ぐらいのまず増収に

なるんでしょう。国保に関しましては、約２２

００億を一応保険者の支援といいますか、２２

００億円のうちの５００億円というのを今、制

度上、５割軽減、２割軽減、低所得者のために

軽減する措置がございますけれども、市町村が

軽減することによって、財源が減るわけですの

で、その分の補塡という形でその対策ちゅうこ

とで５００億、国のほうは検討しているという

ところです。あと残り、その２２００億円のう

ちの５００引いて１７００億円につきまして

は、保険者の財政支援ということで検討してお

りますけれども、まだ、どうしてもずれがある

もんですから、４月に消費税が上がっても丸々

１７００億円というお金が入ってきませんの

で、一応まだ２６年度につきましては低所得者

対策ということで２割、５割軽減の拡充という

のはある程度見えておりますけれども、保険者

の支援というのはちょっと、実施はするけれど

も、ちょっとおくれるというふうな情報ではご

ざいます。 

○委員（堀口 晃君） わかりました。ありが

とうございました。 

○委員長（中村和美君） ということを踏まえ

て、皆様方の御意見を聴取したいと思います。

いかがでしょうか。 

○委員（百田 隆君） 継続審査にしたら、ど

やんだろうか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ、百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい、継続審査にした

ら。 

○委員長（中村和美君） そうですか。今、百

田委員のほうから継続審査でという、国の出方

を見るというようなことだと思いますけど、ほ

かございませんか。（｢異議なし」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（中村和美君） 異議なし…… 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。

よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 御参考ま

でにですね、先月１４日、全国市長会というの

がございまして、その市長会のほうで要望がし

てございます。この医療制度改革ということ

で、一応市長会のほうでは国庫負担の増額をお

願いしたいということ、それと保険者の都道府

県化につきましては、実施時期を明確にして早

急にしてほしいというふうな要望が、市長会か

らは国のほうに陳情、提言はなされておりま

す。先月の１１月１４日でございますけれど

も。 

○委員長（中村和美君） ということでござい

ます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 市長会からそういうふ

うな提言がなされて、要望がなされているとい

うことについては、ここの熊本県社会保障推進

協議会の会長が提出された受理月日が１０月の

２８日でございますので、多分このことは御存

じなかったというふうなことになろうかと思う

んですね。で、これを踏まえてかどうかわから

ぬけども、市長会のほうからそういうふうな形

で要望が出ているならば、あえて議会からとい

う部分がどうなのかな、市長というのは、もう

八代市全体のところでの要望でございますの

で、これについて、私はもう審議するには、も

う既に要望をやっているならば、もう審議しな

くてもいいような形がするんで、審議未了でも

いいのかななんても思っておるところです。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） という今意見がござ

いました。 
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○委員（友枝和明君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、友枝委員。 

○委員（友枝和明君） 今、堀口委員の言いな

っごと、市長会からそういう要望が出とればで

すたい、あえて──あえてていうか、委員会で

するっていうあれじゃなくて、審議未了でも。

私も百田委員のあれもありますが。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、百田委員。 

○委員（百田 隆君） その市長会から要望が

あっとるちゅうことは、それは受けて、しか

し、結果はまだ出とらぬわけでしょうが、要望

だから。 

○委員（堀口 晃君） うん。だから、これも

意見書の提出方を願っているわけだけんが、要

望してくれって話ですもんね、同じようなこ

と。 

○委員（橋本隆一君） 済みません、確認でご

ざいます。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい、済みません、橋

本です。今の市長会での要望というのは、２の

ところは、都道府県単位の運営に移行する広域

化を行うようにって言われたんですか、行わな

いようにと言われたんですか。この反対のこと

を言われているのか、ちょっと気になったんで

すけれども。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 陳情書の

ほうは行わないようにということでございます

けれども、市長会のほうは行うように、早期に

という、反対の要望になりますけれども。国保

の保険者は市町村じゃなくて都道府県化を、市

長会としては要望してると、早期に。実施時

期、先ほどは２９年度と言いましたけど、一応

国民会議の報告書では２９年度をめどというこ

とですけども、それをめどに一応それに向けて

都道府県協議をしなさいということなんですけ

ども。以上です。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員、よ

ろしいですか。 

○委員（橋本隆一君） はい。もう一回、じ

ゃ、済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（橋本隆一君） 今のことに関連してで

すね、市長というのはやっぱり市のメリットを

考えて、そう言われているんだと思いますね、

各市長ですね。ここの住民サービスが低下する

のということが市民目線から見たらどうかとい

うことでの、この提案だと思うんですけれど

も、実際に市の運営から考えたときに広域化の

メリットとデメリットちゅうのは具体的にはど

ういったところを上げられると思います。それ

がないと、ただ広域化は賛成ですよ、反対です

よと言われても、市として、こういうメリット

があって、広域化を行うことにこういうデメリ

ットもありますよって。じゃ、皆さん、それを

見てからどっちがいいか選んでくださいという

のがはっきりわかるんじゃないかと思うんです

けれども。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） まだいろ

いろと不透明な部分がありますので、ちょっと

わかりませんけれども、一応市民サービスの低

下にはつながらないように保健事業ですね、今

までどおりやっぱし住民と直接携わる市町村が

多分──だから、その役割分担といいますか、

サービスの低下につながらないようにですね、

はしていかないといけないと思いますけれど

も、我々もちょっとまだちょっとどういうふう

になるのか不透明な部分がありますので。 

○委員（橋本隆一君） そうですよね。済みま
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せん。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） そこら辺がわからない

段階で行うか行わないことを審議してください

というのは、審議する材料がないのに審議しよ

うがないのではないかと思うんですけれども、

はい。 

○委員長（中村和美君） ですから、どうお考

えでしょうか。 

○委員（橋本隆一君） そこで、今、百田委員

言われたように、この場ではやっぱりそういっ

た材料が少な過ぎるということなので、やっぱ

り継続審議のほうでよろしいのではないかと思

います。 

○委員長（中村和美君） それでは、継続審査

を求める意見と審議未了を求める意見とがあり

ますので、まず継続審査についてお諮りいたし

ます。 

 本陳情については、継続審査とするに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） それでは、賛成少数

と認め、本件は継続審査としないことに決しま

した。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本陳情については、閉会中、継続審査の申し

出をしないこと、並びに結論を得るに至らなか

ったこと、すなわち審議未了とすることに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 

                              

◎陳情第４号・介護保険制度の充実を求める意

見書の提出方について 

○委員長（中村和美君） 次に、新規に付託と

なりました陳情第４号・介護保険制度の充実を

求める意見書の提出方についてを議題としま

す。 

 趣旨は文書表のとおりですが、（発言する者

あり）念のため、書記に朗読いたさせます。 

○書記（小川孝浩君） （書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） 要旨は文書表のとお

りでございます。本陳情について、質疑、御意

見等ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。同じ、先ほどの

陳情とあんまり変わらないような、何というん

ですかね、国庫負担を介護保険財政へ大幅にふ

やすことというのがこの陳情の要旨だと思うん

ですけれども、たしか消費税増税の分は介護に

今度回すとかっていうようなお話だったかとい

うふうに聞いてますけども、これに関しても具

体的な、何というんですかね、数字が示されて

るような内容だとは思えないんですよね、この

陳情書の中身からするとですね。確かに介護報

酬の大幅な引き上げとかっていうのは、働く側

からしてみればわからぬでもないんですけど、

結局その分に関してというのは、もういわゆる

介護保険の掛け金で賄われている以上の中で行

われている事業であるとすれば、介護保険料の

増額につながるのが、何というかな、自明の理

というか、そういう部分じゃないのかなと思う

んですけれども、もう少し中身についてです

ね、詳しいお話をやはり聞かせていただきたい

なという……。 

○委員長（中村和美君） 執行部──。 

○委員（堀 徹男君） そうですね。 

○委員長（中村和美君） いかがですか、ただ

いま執行部の聴取を求めようという意見が出ま

したけども。 

○委員（堀口 晃君） はい、私も聞きたいと

思います。 

○委員長（中村和美君） それでは、ただいま

から執行部の説明を聴取したいとの意見が出さ
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れました。本件について、執行部から説明を求

めることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、そのよう

にいたします。 

 では、執行部より説明をお願いしたいと思い

ますが。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。よろし

くお願いいたします。座らせていただきます。 

 介護保険制度の今後の改正等でございますけ

れども、まず、介護保険制度の財政の仕組みで

ございますけれども、これはかかった費用に対

しましての歳入といたしましては、国・県・

市、そして第１号被保険者、第２号被保険者が

それぞれの定められた割合で負担するというこ

とになります。御存じのとおり、高齢化に伴い

まして、高齢者がですね、だんだんふえていく

ということによって介護給付費もどんどん膨ら

んでいるというような中で、被保険者の方が納

められる保険料もそれに伴って上がっていくと

いうような構図ということになります。 

 今回ですね、陳情に上がっておりますそれぞ

れの点でございますけれども、これらの内容は

主に第６期の介護保険事業計画、２７年度から

スタートしますけれども、それに向けた今現

在、国のですね、介護保険制度見直しの部分で

あるということでございます。社会保障審議会

の介護保険部会で１１月の下旬までに数回です

ね、協議を行われておりまして、ある程度、

今、意見が取りまとめをなされたところですけ

れども、その中ではここに上がっていますよう

に要支援者のサービスの事業市町村への移管と

いうことがございます。これは、現在、保険給

付費の中には要介護者への給付と要支援者への

給付というふうに分かれておりますけれども、

この要支援者の給付の中から具体的に申します

と、訪問介護、通所介護、この２つの事業につ

いて、保険給付から切り離して市町村事業でや

る地域支援事業に移管するというようなことが

予定をされているところであります。また、利

用料の引き上げにつきましては、ある程度所得

がある方については、現在の１割負担から２割

負担に引き上げるようとというようなことも盛

り込まれております。 

 ３番目の、施設入所者の対象者から軽度者を

外さないこととありますけれども、これにつき

ましては、現在、特別養護老人ホームの入所の

対象者というのは要介護認定を受けていらっし

ゃる方が対象となっておりますけれども、その

中で中重度の３以上の方、この方々に限定しよ

うということが盛り込まれているということで

ございます。 

 ４点目の、処遇改善でございますけれども、

これは現在第５期の事業計画内ということです

ので、２６年度で一応は処遇改善は終わりとい

うことになっておりますけれども、現在、また

次期のですね、計画に向けて協議がされており

ますので、これが継続されるのかどうか、どう

いった形になるのかというのはまだ不透明なと

ころでございます。 

 ５点目につきましてはですね、これは国庫負

担がふえますと、その結果、被保険者が負担す

る保険料が削減されるということもございます

ので、こちらについては全国市長会のほうでも

ですね、以前より要望しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） 大変ありがとうござ

いました。ということを踏まえて、御意見ござ

いませんか。──いかがでございましょうか。 

○委員（堀 徹男君） いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 趣旨としては、保険料
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は負担はふやすな、支給何でしたっけ、サービ

スは向上してくれということで、その財源とし

ては国庫負担金からたくさん出してくれという

ことで、済みません、その国庫負担の財源に関

しては消費税増税分のあれは介護に回るってい

う話だったと思うんですけど、その辺の数字み

たいなのって、今わかりますか。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。来年度

から引き上げられます消費税の収入の中から、

介護保険へ今予定をされておりますのは、低所

得者の保険料を軽減するために１３００億円ほ

どの投入がですね、予定をされているというと

ころでございます。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

す。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ここで出ている陳情に

ついての意図はわからぬわけではないんですけ

ども、社会保障制度の審議会だったりとか、い

ろんなところで今改革をされて、平成２７年度

から第６期の見直しがある。それの部分でのこ

ういうことがあるけんが、いかぬよていう内容

だろうと思うんですけれども、少なくとも２番

目の利用者の利用料の引き上げは実施しないこ

とということについては、低所得者については

値上げはしませんけども、高所得者については

負担割合を１割から２割にしようという、こう

いうふうなことで、今までずっと会議を重ねら

れて準備をしてきたものを、一律利用料の値上

げは実施しないことというようなことを、こち

らの議会からですね、国に対して物申すのはい

かがかなというふうなところもございます。 

 今でもいろいろ処遇改善であったりとかとい

う部分をやっている、低所得者であったり、高

齢の方だったり、いろんな方々の部分につい

て、いろんな事業を私は施策をしていただいて

いるような気がするんですね。で、それをして

いるにもかかわらず、こちらからもっとせい、

もっとせいというふうなところが、果たしてい

いのかなというようなところのちょっと考えが

あって、まだ継続審査なのかどうするのか、採

択するのかというふうな部分について、まだ私

判断しかねるところでございますけれども、

今、課長のほうからですね、御説明がありまし

たようにいろいろ処遇改善の部分についてはや

っているし、要支援サービスについても、事業

者を移さずというふうなことがありますけど

も、先ほどのことのように全体的を見る部分に

ついてどうなのかということ、あとの細かい作

業についてはそれぞれその県単位でやっていく

という状況があるんだろうと思うんで、今まで

会議の中で国の部分において、財政を含めてで

すね、いろいろな介護保険制度については見直

しがなされてきているような気がするんです

ね。そこについて利用料の引き上げを実施しな

いことなんていうのが果たしていいのかどうか

ということについて、ちょっと判断しかねると

ころでございます。 

○委員長（中村和美君） いかがしますか。堀

口委員。 

○委員（堀口 晃君） いや、判断しかねてい

るというところです。ほかの委員さんの意見を

また聞かしていただいて。 

○委員長（中村和美君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 意見として。今、堀口

委員が言われたとおり同感でございます。特に

ちょっと疑問に思ったのが、確かにここに書い
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てございますように、マスコミ等では施設入所

者の対象者から軽度者を外す、要介護３以上で

ないと利用できないですよと。逆に言えば非常

に重度化されている高齢者の方が在宅で支援を

受けているということが、家庭介護の困難を今

非常に持っているし、そうすると、今、特老な

んかの状況を見ますと、待機者が１００人とか

２００人とかいる状況の中でいると。割と軽度

な方はそういったところから有料型とか中期型

のほうに移行してもらって、別にその人たちを

もう一遍家に返して家で見れっていう、そんな

家庭の状況もあるわけですから。何も国はそう

いった人たちを追い出そうというふうな計らい

はないと思うんですね。何も介護保険を、弱者

を締め出して、そういう意図は全くないと思い

ます、この保険というのはですね。いかにした

ら、多くの人が公平に平等に支援ができるかと

いうことで、この介護保険ってなされた制度で

すので、一見、国が締めつけを行っているよう

にっていう判断をされているところがちょっと

こう、自分たちとしては、そこまで国はそこま

で締め出しをしていないんだろうという判断で

すので、これを提出をすることに対しては、私

は賛成はできないというふうに思います。 

○委員長（中村和美君） ということは不採択

──。 

○委員（橋本隆一君） 不採択と思います。 

○委員長（中村和美君） ということですね。

今、不採択という意見が出ましたが、ほかに。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。介護に関連して

言いますと、負担と給付のバランスというのが

非常に大きな課題の一つかなというふうに思う

ところですけれども、例えば、前年度国の予算

の実績で、今後、２０２５年を見越したときの

給付の増というのが、試算されてるので行くと

２.４倍に上がるんじゃないかと国は言ってい

たかというふうに思います。 

 ２０２５年というのは、団塊の世代の方々が

一気に高齢層に入られるという時期を間近に控

えているというところじゃないかなというふう

に思うんですけれども、そうした場合に私ども

が文教福祉委員会で例えば、国保だとか、介護

だとか、医療だとか、個々の分野のあり方につ

いて審議するのは当然のことであるんですけれ

ども、例えば、福祉行政を見てみると、児童手

当だったり、生活保護だったり、あるいは分野

を越えれば環境問題だったり、教育だったり、

国全体として、今から先、少子高齢化の中でど

こに重点的に財源を配分していくかという大き

な枠でも見詰める必要が一方であるのかなとい

う気がするんですね。 

 そういった議論をここでするのは非常に時間

もかかるし、困難をきわめるというのも承知し

ているところではあるんですけれども、確かに

一つ一つの御要望をたどっていくと、そうでき

れば、財源が潤沢にあればそうしていきたいと

いうのが市長会の意見かもしれないですけど

も、大きな枠のスキームで考えたときに重点的

に安定して、これから先の後世代にツケを回さ

ないようにしていくためには、どういうふうな

配分のあり方がいいかということも、一方では

考えないといけないかなというふうに思うとこ

ろでございます。 

 そうしたところも踏まえて、先ほど来お話が

ありました国民会議を約２０回踏まえての８月

の取りまとめ、そして、プログラム法案が出さ

れた。そして、国と地方の協議の場が、一方で

は継続しているというところでございます。国

と地方の協議の場は、先ほどお話があった市長

会はもとより、町村会、都道府県議会、市議

会、町村議会、地方６団体が入っているとい

う、行政と議会が一緒になって議論をしている

場が一方ではございますので、そういったとこ
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ろで広範にやりとりをしていただくというのも

一つ重要なファクターかなというふうな気がい

たします。 

 前置きが長くなりましたけれども、今回いろ

いろ後にも陳情が幾つも国保関係とか医療とか

出ておるんですけれども、私の総じた意見とし

ましては、そういった全体として考えていく上

においては、地方６団体の対応あたり、政府へ

の意見の出し方あたりもひとつ注視していく必

要があるのかなというふうに思いますので、私

はこの件については審議未了で差し支えないと

いうふうな意見を持っております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） 今、不採択、審議未

了ということがございました。ほかございませ

んか。 

 小会します。 

（午後０時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時２４分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 ほかに意見ございませんか。百田委員。 

○委員（百田 隆君） 継続審査ということは

できぬとですかね。 

○委員長（中村和美君） ですから、それは皆

さん方の意見で。ただ、今、不採択、審議未

了、そして不採択という意見が出ておりますの

で、ほかの委員の皆さん方はいかがでございま

しょうということでございます。 

○委員（堀 徹男君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） もう各委員の判断に任

して挙手による採決でいかがでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、各

委員ということは、今まだ審議未了と不採択だ

けでございまして、百田委員はいかがお考えで

すか。 

○委員（百田 隆君） はい。継続で。 

○委員長（中村和美君） 継続ですね。わかり

ました。 

 それじゃ、継続審査を求める意見と審議未了

を求める意見と採択を求める意見がありますの

で、まず継続審査についてお諮りいたします。 

 採決は、挙手により行いますが、挙手しない

者は反対とみなします。 

 本陳情については、継続審査とするに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手少数と認

め、本件は継続審査としないことに決しまし

た。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本陳情については、閉会中、継続審査の申し

出をしないこと、並びに結論を得るに至らなか

ったこと、すなわち審議未了とするに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 

 それでは、しばらく休憩いたします。１３時

半から再開いたしたいと思います。よろしくお

願いします。（｢どうもありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

（午後０時２６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３０分 開議） 

○委員長（中村和美君） それでは、休憩前

に引き続き、文教福祉委員会を再開いたしま

す。 

                              

◎陳情第５号・国民健康保険療養費国庫負担金

の減額調整廃止を求める意見書の提出方につい

て 

○委員長（中村和美君） 次に、新規に付託と

なりました陳情第５号・国民健康保険療養費国

庫負担金の減額調整廃止を求める意見書の提出
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方についてを議題とします。 

 趣旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

○書記（小川孝浩君） （書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、本

陳情について、質疑、御意見等はありません

か。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ちょっと事務局に確認

をしたいんですけれども、このことについて、

前、何かこういう趣旨での陳情が上がってたよ

うな気がすっとばってんが、これは上がってな

かったですかね。何か前にそういう思いがあっ

たんですけど。 

○委員長（中村和美君） しばらくお待ちくだ

さい。 

○委員（堀口 晃君） はい。（｢小会」と呼

ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 小会します。 

（午後１時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３９分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。事

務局のほうから、どうぞ。 

○書記（小川孝浩君） 堀口委員からお尋ねの

部分は、ちょっとこちらでは調べておりません

ので、また後ほど確認して回答いたします。済

みませんでした。 

○委員（堀口 晃君） はい、済いません。委

員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） このことについては八

代市もですね、現物支給にする際にいろんな弊

害があるということでなかなか踏み切れなかっ

た事情があったように私も記憶をしてるところ

であります。この中の下から５行目ぐらいに、

国庫負担金を減額しておりっていうことで、こ

のことが現物給付方式に改善する際の障害とな

っているというふうな部分で、減額されるけん

が、現物支給にはならないんだという、こうい

うふうなことの内容だというふうに思っておる

んですね。減額されなかったら現物支給になる

のかっていったら、そうじゃなくて全体的に考

えたら、この部分については調整額を廃止、調

整を減額をすることをやめなさいよというふう

なところの意見書の提出というふうなことだろ

うと思うんですね。 

 八代市についても減額をされてる部分があっ

て、確かに市町村単位の中でそれ改善をして、

窓口での無料化を進めているところなんですけ

ども、これを国全体に広めていきなさいよとい

うふうなことだろうというふうに思っているん

ですよね。果たして、この調整額が廃止、減額

が廃止されるならば、この医療費助成制度が大

きく飛躍するかというと、そうでもないような

気がいたしておるところです。その中で、じ

ゃ、どやんふうな答えを出せばいいかというふ

うなことを今ちょっと考えてるところなんです

が、確かに子供たち、八代市においても現物支

給であるがゆえに安心して子供さんたちを病院

に通わせることができているっていう状況があ

る。それは八代市がある程度応分の負担をして

いるっていう状況がある。これがその当時で幾

らだったかというふうなことはちょっと記憶し

ていないんですけども、よければ、その辺のと

ころをですね、執行部のほうにちょっとお話を

聞かしていただければ、もっと正確なところが

出てくるように思っておるところですけども、

もう一回執行部の説明をちょっと聞きたいなと

思っているんですが、いかがですか。 

○委員長（中村和美君） はい。ただいま堀口

委員のほうから、執行部の説明を聴取したいと

の意見が出されましたが、いかがいたしましょ

うか。（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 本件について執行部から説明を求めることに



 

－38－ 

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、し

ばらく小会にします。 

（午後１時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時４１分 本会） 

○委員長（中村和美君） 質疑を再開いたし

ます。よろしいでしょうか。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課課長、お願いします。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。窓口

無料化したときの影響額ということでございま

すでしょうか。はい。私どもが、乳幼児医療費

助成につきまして平成２０年１０月から窓口を

無料化ということでしましたが、そのときに試

算しておりました一応影響額でございますけれ

ども、国保療養給付費負担金につきましてが約

１４００万程度、それと国保普通調整交付金が

４６０万程度ということで、合わせまして約１

９００万弱あたりが影響でございました。それ

に加えまして、今年の１０月からは小学校３年

生まで引き上げましたというところがございま

す。その分につきましての影響額の見込みが国

保療養給付費負担金の持ち出しが、さらにプラ

スの１７０万円程度、国保普通調整交付金の追

加分が約４０万円程度ということで、この分で

約２００万程度がふえているということで、合

わせますと約２０００万を超えるぐらいの影響

が出てるというふうに試算をしたところでござ

います。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。そこで、この部

分について、国庫負担金の減額についての影響

額を今お伝えいただいたというところで、２０

００万円ぐらいが八代市に来なくなったという

ふうなことですよね。これについては一般財源

で賄っているというところなんですかね。 

○委員長（中村和美君） 誰ですか。岩瀬隆敏

国保ねんきん課長補佐。 

○国保ねんきん課長補佐兼保険税係長（岩瀬隆

敏君） はい。ただいまの不足分につきまして

はですね、いわゆる国保特別会計の中で事業

分、事業財源、大きく言いますと、国保税です

ね、そういったもので賄うということになって

まいります。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。執行部おいででございますので。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 済みません。これをで

すね、国が全額賄うっていうか、後からも出て

くるんですが、後の陳情も出てくるんですが、

同じようなことだと思うんですけども、国がこ

の制度の減額をしなかった場合に、国は国なり

の応分の負担がそこには出てくる話ですよね。

それを八代市はもう子供少子化対策も含めてで

すね、これを率先的に今やっているという状

況、今後市長は高校生まで含めた部分でのとい

う、視野も入れているというふうなお話になる

ところなんですが、やっぱり八代市については

これを国からの給付をいただけないというふう

な、減額をされるという状況について、かなり

のやっぱり痛手になっているというところは現

実として、現場としてあることなんですかね。 

○委員長（中村和美君） はい、岩瀬国保ねん

きん課長補佐。 

○国保ねんきん課長補佐兼保険税係長（岩瀬隆

敏君） 先ほど試算の額、２０００万ほどござ

いましたけれども、そういった面でですね、か

なり影響は大きいというふうに感じておりま

す。さらにこれが無料化の年齢層がですね、拡
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大されますと、またさらに負担がふえるものと

いうふうに見込まれますので、国保を預かる者

としましてはですね、非常に懸念する部分では

ございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） そこで、国のいろいろ

改善、改善が毎年されているような、改革みた

いなことがあるんですけども、このことについ

て、何か新しい情報であったりとか、今後こう

いうふうにやっていくんだというか、方向性が

このことについてですね、示されてるというこ

とはないか、その辺は情報として入っているか

どうかちょっとお聞かせいただきたい。 

○委員長（中村和美君） 岩瀬国保ねんきん課

長補佐。 

○国保ねんきん課長補佐兼保険税係長（岩瀬隆

敏君） はい。ただいまの医療給付費の国庫負

担金につきましてはですね、特別に減額調整に

関する動向というのは今のところは見られてお

りません。国としても、市町村──保険者です

ね、保険者の均衡という観点からはこの制度に

ついては、今のところ見直す様子はないという

ふうな状況でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。御存じだった

ら、それぞれ例えば、熊本県であるならば、何

カ所ぐらい、これやっているのか。もしくは全

国で何％ぐらいのがっていう、その辺のところ

はまだ把握されてないでしょうね。もし、わか

ればというふうな。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。乳幼

児医療費の助成の場合ということで、一応限定

で申し上げますけども、一応現在、併給と言い

まして、現物給付をやっている自治体が、熊本

県内では３６市町村がもう既にやっているとい

うところでございます。償還払いのみという市

町村が９市町村ですので、こちらについてがそ

ういった国庫負担金に対する減額がないんだ

と。ほかのところは基本的には窓口無料化やっ

てますので、こういった制限は受けてると、そ

ういうふうに思われます。 

○委員（堀口 晃君） わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい、今、執行部の

お話をお聞きして、ほか何かございませんか。

──それでは、意見を求めたいと思います。ど

なたか意見は。はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 確認なんですけど、八

代市の国保特別会計の中では苦しい思いをして

るということの認識でいいわけですよね。 

○委員長（中村和美君） はい、岩瀬国保ねん

きん課長補佐。 

○国保ねんきん課長補佐兼保険税係長（岩瀬隆

敏君） 何度も申し上げて申しわけありません

が、先ほど来２０００万ほどの財源不足という

ことになりますので、その分で非常に厳しいな

というふうに感じております。 

○委員長（中村和美君） はい、ということで

す。 

○委員（堀 徹男君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。自分たちの足元

の部分に関してですね、言えばそれはこの方が

おっしゃるとおり、意見書提出しても差し支え

ないんじゃないかなとは、私は思います。 

○委員長（中村和美君） はい。今、採択とい

う意見も出ておりますが、ほかにございません

か。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） 八代市も窓口無料化に

ついては、期間として追うならば非常に近いと
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ころで、新しくこの制度を独自に導入したとい

うようなことを私たちも目の当たりにしている

ところですけれども、執行部の提案という段に

あっては、いわゆる減額調整がなされるという

ことは承知の上で提案されたわけでございま

す。自治体の財政負担、いわゆる特会調整の中

において、それでもなおかつ市民サービスに供

するんだと、福祉の増進に寄与するんだという

観点があって提案されたものだと、そういう趣

旨が背景にあってのことだろうなというふう

に、私個人的に受けとめるところがございまし

て、だからこそ、全国の自治体が地方分権時代

において、子育て政策だとか医療の面において

どれほど力を入れるかというのは、こういうと

ころにあらわれてきているんだろうと。財政力

がないところは、なかなかできない部分も、思

いがあってもできないんでしょうけれども。 

 したがいまして、ここの制度設計において

は、非常に国の国保制度を運営していく上で

は、大きな歯車の一つであるというのは従来か

ら議論されてるところかなというふうに思うと

ころがございます。たまたま八代市は実践して

るところなんですけれども。 

 したがいまして、これから先、全国的にこれ

をある意味、抜本的に改革するに及ぶかどうか

ということは非常に慎重な議論が今後も必要な

テーマじゃないかなというふうに思うところが

ございます。確かに思いとしては、当事者にと

ってみれば、あるいは八代市の運営上は、こう

できることにこしたないんでしょうけれども、

国家政策としての国保運営上については非常に

重みがあることではないかなというふうな感想

を持つところです。 

 したがいまして、八代市が、これから先、対

象年齢を引き上げていくに当たりましては、先

ほどの約２００万の追随、またそれから先とい

うことになれば、いろいろな政策的な取り扱い

も出てくるでしょう。同じ思いは全国の自治体

もしてるということで、一律これを制度設計を

変えるというには、非常になかなか及びにくい

テーマじゃないかなというふうに思うところで

す。個人の感想ですけど、以上です。 

○委員長（中村和美君） ──で。 

○委員（西濵和博君） 私は、ちょっと審議す

るには、これは結論を得るには及ばないんじゃ

ないかなという気がいたします。そのように思

います。 

○委員長（中村和美君） 審議未了ということ

ですか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかございま

せんか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） 先ほどの案件もだった

んですけれども、要するに国の負担を多くしな

さいということで、結局、突き詰めて考えれ

ば、国も国で何かのあれでふやさぬといかぬの

でしょうから、結局増税という形になって、何

か同じような堂々めぐりのような気もいたしま

すし、採決するにはちょっと違うのかなという

気がいたします。 

○委員長（中村和美君） ──ということは。 

○委員（村川清則君） 審議未了じゃないかと

思います。 

○委員長（中村和美君） 未了ですね。ほかご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、結論を多

数決でとってよろしいでしょうか。それともほ

かございませんか。 

 それでは、ただいま採決とそれと審議未了と

いう意見が出ておりますので、これよりお諮り

をいたしたいと思います。 

 審議未了を求める意見と採択を求める意見が

ありますので、まず、審議未了についてお諮り
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いたします。 

 採決は、挙手により行いますが、挙手しない

者は反対とみなします。 

 本陳情については、閉会中継続審査の申し出

をしないこと、並びに結論を得るに至らなかっ

たこと、すなわち審議未了とすることに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

す。挙手多数と認め、本件は審議未了とするこ

に決しました。（｢ありがとうございます」と

呼ぶ者あり）ありがとうございました。 

                              

◎陳情第６号・乳幼児医療費無料制度の創設を

求める意見書の提出方について 

○委員長（中村和美君） 次に、新規に付託と

なりました陳情第６号・乳幼児医療費無料制度

の創設を求める意見書の提出方についてを議題

とします。 

 趣旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

○書記（小川孝浩君） （書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） 本陳情について、質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 先ほどの陳情第５号の

部分ともうほとんど変わらないというふうに私

は思っておるところです。両方ともですね、ご

もっとも、確かにこれはええことだというふう

に思っておるところなんですが、八代市におい

ても非常に厳しい財政状況をこれから迫られて

いくわけだし、国においても、平成の大合併と

言われる部分で非常に厳しい状況がある中にお

いて減額をしていってる財政状況も加味すると

ころです。このことをですね、国に対して、医

療費の無料制度を早期に実現しなさいというふ

うに言ったときに、言うのはたやすいんです

が、じゃ、その財源はどこにあるのかというふ

うなところが、非常に危惧されるところでもあ

るわけですよね。 

 確かに子育てで少子化の問題について、この

ことについては創設していただきたいというの

は、もうこれは誰でも、もうなれば本当にすば

らしいことだし、なっていただきたいなと。し

かし、その反面、どっかでまたしわ寄せが来

て、またそれに対する増税、負担感が募るとい

う状況があるんで、何もかも国に要望する、お

金を出してくれ、出してくれというふうな要望

についてはですね、私は賛成しかねるというと

ころがございます。もう少し精査する必要があ

るんだなというふうには思ってますし、僕はこ

れについては提出をしないというふうなところ

での、はい、不採択というふうなところでの思

いであります。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかございま

せんか。 

○委員（堀 徹男君） いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 国に対して要望という

か、意見書の提出をお願いされる文書でありま

すけれども、私たちは市民の声を聞いて、それ

を届ける係でもあると思いますので、何といい

ますか、市民目線での意見を国に届けるという

役割がやってもいいんじゃないかなというふう

に思いますけれども。 

 先ほど来、お話があっている介護とかについ

てはですね、要するに働ける世代の人たちが応

分の負担をできる部分でありますけれども、こ

の部分に関しては子供たちに、子供に収入を求

めて、そこから応分の負担ができるかっていう

と、そういった部分ではないところを、この方

は御指摘されてると思います。その声をです

ね、市民の代表として国政に届けるというのも

本来、我々市議会議員としての役割の一つでは

ないかと、私はこのように思います。できれば
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採択して意見書を、はい、国に上げていただけ

ればと思います。 

○委員長（中村和美君） はい。という、今、

採択と不採択ということで意見がありますが、

ほかの委員さん方、いかがでしょうか。 

○委員（堀口 晃君） もう一ついいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 私も、もう不採択とい

うところを今お話し申し上げましたんですけど

も、八代市においては、今おっしゃられたよう

に市民の声を代弁する議会ということで、私た

ちがやってきた分については、先ほどから出て

いるように現物給付方式ということで、就学前

というふうな部分で、一市においても、今度市

長がされる、高校生まで視野を入れてされるっ

ていう、この部分については今の制度の中にお

いては、それぞれの市町村がそれぞれの枠の中

で今やっている状況があるわけだし、このこと

をやってる、やってないところも中にはあるわ

けだけど、それを一律にやりなさいよというふ

うなことについてはですね、僕はそれぞれの自

治体の中での声の反映だというふうに思って、

それを国に対して、全部の市町村、県下全部で

すね、そこにこうやりなさいというふうなとこ

ろでの部分については、もうちょっと違うよう

な気がするんですね。 

 確かに、もう何回も言いますけども、このこ

とについてはもう本当いいことだというふうに

私は思ってる。で、それぞれの思いというのを

国に届けるというのは、当然私たちの役目だろ

うし、しなければならないことだろうというふ

うに思っておりますけれども、今、私たち八代

市が行っている、この部分については、ここは

小学校就学前の子供たちを対象とするというふ

うな部分でありますけども、私たちは既に小学

校３年生までのところまで市民の声を届けて、

今行っている状況があるわけですよね。そのこ

とも踏まえて、言うならば、まだやっていない

就学前のところのところの自治体が声を上げて

いただく部分についてはもうやぶさかではない

けれども、それぞれの自治体の中でできるとこ

ろ、でけぬところって、それはもう仕方がない

ようなところもあると思いますけども、これを

全体的、国全体として制度を確立しなさいとい

うのは、僕はちょっと違うような気がいたして

おります。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。先ほどの発言に

もちょっと関連してくるんですけれども、日本

のこれから先の人口だとか年齢構成層だとかの

構造を考えましたときに、もう言うまでもなく

高齢化が進む、高齢社会になってて、ますます

そういった年齢層の方を若い世代が支えるって

いうのに直面してくるわけですけども、医療費

の関連で申し上げますと、先ほどは介護のこと

も申し上げましたが、前年度の予算ベースで行

くと、もう２５年度には１.５倍になると。前

年度の医療費の公費負担が１４兆８０００万だ

ったのに対して、２０２５年には２５兆円にな

るというようなシミュレーションもなされてお

るところでございます。今のままの現行制度を

維持していったとしてもの話です。毎年、国家

の一般歳出に占める社会保障の割合が５４％

で、今言った年齢構成が変わることに伴う自然

増で約１兆円ずつ社会保障費はふえてるという

中にあって、新たな制度、財源確保ということ

をどこに委ねるのか、臨むかというのは非常に

大きな課題であろうかと思います。 

 したがいまして、この分野の制度設計を今に

わかに当てはめようとすると、この財源をどこ

から持ってくるかということが避けては通れな
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いことだと思いますので、申し述べるのであれ

ば、それにかわる措置ていうのも何がしか、や

はり我々も附帯するぐらいの責任を持って出す

必要があるのじゃないかなという思いがあると

ころでございます。 

 したがいまして、この点については、今後も

日本の国における課題の一つだという捉え方は

おかしくはないのかもしれませんけれども、今

現在、これに対して、この件を制度化するとい

うことに対しては、国の国家財力が多分追随し

ないんじゃないかなというふうに思いますの

で、この件についても、私はこれについては不

採択でよろしいんじゃないかなと思います。 

○委員長（中村和美君） それでは、採択か不

採択かの採決をいたしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 採決は挙手により行

いますが、挙手しない者は反対とみなします。 

 陳情第６号・乳幼児医療費無料制度の創設を

求める意見書の提出方については、採択と決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手少数と認め、本

件は、不採択と決しました。 

                              

◎陳情第７号・介護職員の処遇改善を求める意

見書の提出方について 

○委員長（中村和美君） 次に、新規に付託と

なりました陳情第７号・介護職員の処遇改善を

求める意見書の提出方についてを議題としま

す。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

○書記（小川孝浩君） （書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） 本陳情について、質

疑、御意見等はありませんか。──ございませ

んか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 済いません。国におい

ての賃金の改善というふうな部分で今、要求を

されている意見書の提出方、陳情でございます

けども、国においては平成２７年の３月３１日

まで加算制度を今、計画的な措置というふうな

ことで書いてありますけども、やっているとい

うふうな状況で、この平成２７年の３月３１日

まで今やっておる状況を見据えた上でですね、

その後、どんな施策を今後持っていくのかとい

うふうなことを考えたほうが私はいいのかなと

いうふうに。今、拙速的に、今２５年ですか

ら、２６年、２７年、あと２カ年ぐらいあるわ

けなんで、その辺のところの部分をですね、よ

く見据えた上で、この加算分で、そのした部分

についてこの介護職員がどんどん、どんどんま

た減っていく状況があるならば、これまた改善

する必要があるんだろうと思いますけども、し

かし、この今加算措置が今あってる状況の中に

おいて、介護職員が今ふえてくるんではないか

という臆測のもと、これは国の施策としてやっ

ているんだろうと思いますんで、そこのところ

を見据えた上でですね、私たちこういうふうな

形で意見書の提出をする必要があるんじゃない

かというふうに思っております。 

 ですから、今回まだちょっと拙速かなという

ふうなところもありますので、私はこれについ

ては審議未了でいいんじゃないかというふう

に。 

○委員長（中村和美君） はい。ただいま堀口

委員からは審議未了ということでございます

が、ほかに意見ございませんか。──ございま

せんね。 

○委員（堀 徹男君） いいですか、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 先ほど来の議論の続き

だとですね、この要旨の中身も国の責任による



 

－44－ 

予算増ということを求められているというので

あればですね、具体的な財源処置とかなんとか

を提案しなさいとおっしゃる意見があればです

よ、これも同様に不採択としてもおかしくない

んじゃないでしょうか。私は不採択でいいと思

いますよ。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかございま

せんか。 

○委員（橋本隆一君） 済いません。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 中段の、介護職員の賃

金実態は、全労働者平均と比較してもおよそ３

分の２程度で、１０万円以上も低い実態にある

という、このことの数値的なところの根拠が先

ほども、私も介護職におりましたけれども、１

０万円以上の開きは特には感じなかったんで

す。 

 確かに、自分たちが高いかと言えばそうでは

ありませんでした。しかし、この１０万円以上

という数字をあえてここに書いてあるところで

ですね、変に誤解を招くような印象を与えてし

まう。それから、何歳のレベル、例えば、２０

代の平均とか３０代とかいろいろありますし、

介護職でもケアマネジャーさんで介護職員とし

て、現場の介護職なのか、ケースワーカーなの

か、そういったところでも賃金の、こうありま

すし、そこら辺がちょっと不明瞭、ただ、１０

万円以上も一般労働者よりも低いんですよとい

うことがぽんと入れてあって、これは大変だな

という印象をあえて与えてしまうようなところ

がありますので、ちょっとここら辺に関して

は、私はちょっともう少し具体的な──具体的

じゃない、実際のところがデータにあればです

ね、内容として理解できるんですけれども、ち

ょっと内容としての理解が、私できませんもん

ですから、不採択として扱いたいと思います。 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、

今、不採択ということと審議未了ということで

ございましたが、結論、採決をしたいと思いま

すが、よろしゅうございますでしょうか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、審議未了

を求める意見と不採択、採択を求める意見があ

りますので、審議未了についてお諮りいたしま

す。 

 採決は、挙手により行いますが、挙手しない

者は反対とみなします。 

 本陳情については、閉会中継続審査の申し出

をしないこと、並びに結論を得るに至らなかっ

たこと、すなわち審議未了とするに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 

                              

◎陳情第８号・安全・安心の医療・介護の実現

と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出方

について 

○委員長（中村和美君） 次に、新規に付託と

なりました陳情第８号・安全・安心の医療・介

護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書

の提出方についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

○書記（小川孝浩君） （書記、朗読） 

○委員長（中村和美君） 本陳情について、質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ちょっとわからないと

ころがあってですね、お聞きをしたいというと

ころがございまして、ここの文面の中の一番冒

頭に書いてある、厚生労働省はというところ

で、医政局長、そして労働基準局長、職業安定

局長、雇用均等・児童家庭局長及び保健局長と

いうことで、これは厚生労働省の、要は身内と
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いうか、そういう方々が多分いらっしゃって、

その人たちが言ってらっしゃるのは、夜勤・交

代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題として

いるという提言をなさっている、厚生労働省内

で提言をしているという、こやん解釈でよかっ

でしょうかね。私がちょっとよくわからないん

で。 

 それに加えて、医薬品局長を追加した６局長

連名でいろんなことを通知を、改善を求める通

知を発出している。要するに内部の中でいろん

なことを今、この改善に向けて、労働時間であ

ったり、勤務体制であったりということを今、

厚生労働省の中で今やっているというふうなこ

とじゃないかなというふうに私は解釈するんで

すが、その辺についてどやんだろうか。私の解

釈がおかしかっかな。で、自分たちで、中で改

善しようとしている、改革をしようとしている

ときに、あえてあちらこちらから何か言う必要

があっとかななんて思って、そこのところをち

ょっと確認したいなと思っているんですが。こ

れは、執行部にちょっと、何かその辺お聞かせ

いただければ、何かすっきりするような気がす

るんですけども。 

○委員長（中村和美君） 執行部はわかっと

か。 

○委員（堀口 晃君） わからぬどか。（発言

する者あり） 

○委員長（中村和美君） それではですね、執

行部の意見を聴取したいという委員からの御意

見が出されております。執行部から説明を求め

ることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」｢わかるんですか」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（中村和美君） いえ、わかるかわか

らないかわかりませんので、ちょっと執行部を

呼んでみましょうか。どうですか。（委員外笹

本サエ子君「ここんとこにコンマを打ってある

よね」と呼ぶ）ちょっと待ってください。外か

らちょっと発言しないで。 

 それでは、ちょっと小会します。 

（午後２時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２６分 本会） 

○委員長（中村和美君） 再開いたします。 

 ただいま堀口委員のほうから、執行部聴取

ということでございましたが、執行部へお聞

きしたところ、執行部も答弁はできないとい

うことでございますので、皆さんこの文教福

祉委員会のメンバーで御議論願いたいと思い

ます。意見ございませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。この要旨から

行きますと、働ける方、大人の方がですね、

労働団結権とかを利用して交渉できる内容だ

と思うんですよ。御自分たちの世界の中で完

結できることだと思いますので、あえてそれ

こそ我々議員の中でですね、意見書を提出す

るのは、私はいかがなものかと思います。よ

って、不採択で。 

○委員長（中村和美君） 不採択ですね。は

い。ただいま不採択という意見が出ました

が、ほかございませんか。 

○委員（堀口 晃君） ちょっと委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） これは、ちょっとま

たお尋ねなんですが、今ここに求められてい

る部分については、安心・安全の医療・介護

の実現と夜勤の改善、そして大幅増員を求め

る意見書、それで１番、２番はわかるんです

が、記のところについて３番目のですね、国

民、患者・利用者の自己負担を減らし、安

心・安全の医療・介護を実現することとい

う、ここの部分について何か件名と違うよう

な気がしてならないんですが、（委員村川清

則君「何か唐突に出てきた」と呼ぶ）何か自
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己負担を減らすという部分とは、また国民の

自己負担を減らしてというなところはまた、

この案件はこの件名についてはですね、ちょ

っと１番、２番は理解できるところなんです

が、３番についてはまた違う案件のような気

がしてならないんですけどですね。はい。そ

こが私の意見です。 

○委員長（中村和美君） ですから──。 

○委員（堀口 晃君） で、もって、いやそ

こは違うだろうなというふうに思って、委員

長はどうお考えかなと思ってんですけど、そ

れは答えを求めるものじゃありませんが、だ

けん、もう少しちゃんとですね──ちゃんと

というか、陳情の中においてはきっちり表題

に合ったような、何か意見書の提出方の事項

を書いていただきたいなという一つの要望で

すね。はい。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。本件につきま

しては、労働環境の改善を１番、２番にクロ

ーズアップしていらっしゃるのかなというふ

うに読み取りましたところなんですけれど

も、今回、陳情を御提出なさった名称を見ま

すと、恐らく医療機関に携わっていらっしゃ

る、雇用されてる皆さんの集まりかなという

ふうに推察するところですけれども、医療、

問題、医療改革については、さまざまなとこ

ろでいろんな課題がやはり日本でも散見され

るところで、安心した職場環境の確保という

のはどの職場においても共通の願いであるこ

とには間違いないというふうに思います。 

 しかしながら、例えば、今回の出願が医師

会さんだとか、いわゆる法人なり、雇用者で

あるところも含めての陳情かどうかというと

ころについては、なかなか推しはかることが

難しいかと思いますので、これもあくまでも

臆測の域を超えないんですけれども、まずは

その雇用者たるサイドと組合さん──労働者

の中の労使の間での問題改善について、何が

しかの取り組みを内部で行っていただく部分

が一義的にあるんじゃないかなと。もしここ

に書いてあることが労基法だとか、労使交渉

に規定してあるものから逸脱するようなこと

であれば、それなりの対処というのが法的に

も見出せる部分がありますでしょうから、対

国、政府に対しての御意見だとすると、内部

の中でのコンセンサスを図っていただくのが

まず一義的だろうというふうに私は思います

ので、本件については今後の推移を見守ると

いうことで、審議未了でよろしいんじゃない

かなと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。──ほかございませんか。採決してよろ

しゅうございますか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。

はい。 

 審議未了を認める意見と採択を求める意見

がありますので、まず審議未了についてお諮

りいたします。 

 採決は、挙手により行いますが、挙手しな

い者は反対とみなします。 

 本陳情については、閉会中継続審査の申し

出をしないこと、並びに結論を得るに至らな

かったこと、すなわち審議未了とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。賛成多数と

認め、本件は審議未了とすることに決しまし

た。 

                              

◎陳情第２号・年金２.５％引き下げの中止を

求める意見書の提出方について 
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○委員長（中村和美君） 次に、継続審査とな

っておりました陳情第２号・年金２.５％引き

下げの中止を求める意見書の提出方についてを

議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。本陳情につい

て、質疑、御意見等はありませんか。 

 ありますか、この陳情２号は、お持ちです

ね。何か意見、質疑ありませんか。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） この陳情の下から３行

目のところでございますけれども、後段からち

ょっと読みますけど、地方自治体の財政にも大

きな影響を与えるものでありというような記載

がありますが、これが実際に具体にどのような

ことを指していらっしゃるのか、参考までに執

行部に説明を求めさせていただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい。ただいま執行

部への聴取、説明とのことでございますが、い

かがでございましょうか。執行部に説明を求め

ますか。（｢はい、お願いします」と呼ぶ者あ

り）はい。 

 それでは、執行部へ聴取したいとの意見が出

されました。本件について執行部から説明を求

めることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい、なければ、そ

のようにいたします。 

 しばらく小会します。 

（午後２時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４５分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 それでは、先ほど委員のほうから執行部聴

取ということでございました。財政課へ問い

合わせましたけど、財政課としてもなかなか

返答はできないと、答弁できないということ

でございましたので、お許しを願いたいと思

います。 

 ほか意見ございませんか。ほかにございま

せんか。 

 何かございませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。前回お聞かせ

いただいた中においては、この削減額という

のは約１兆円ぐらいあるということで、臨時

国会のほうで成立をし、そして、平成２５年

度の１０月に１％の減額、そして２６年の４

月に１％、もう既に実施をしている状況があ

るということで、今、執行部のほうにお聞き

しますと、月額、国民年金の受給者について

は６００円程度というふうなところで、余り

問い合わせも今現状来ていないという状況が

ある。そして、２５年の４月にまた１％、２

７年の７月には０ .５％の削減ということ

で、もう段階的にこの法律は施行されている

状況があるという状況ですよね。 

 この中で、我々がこの法律を廃止するよう

に政府に反対をする意見書を出して、すぐす

ぐ、はいはいというふうな話にはならぬだろ

うと思うし、現行こういうふうな形で２ .

５％の削減というのは非常にやっぱり年金受

給者にとっては非常に厳しいことだろうと思

います。また、来年の４月からまた１％、年

金が下がる、月額６００円、そして消費税が

３％上がって８％というのについては、年金

受給者にとって本当ダブルの痛手がこうむる

ような気がいたします。そこは、私の中にお

いてはあることであります。 

 今回のこの大変なことになってるなという

こともありますし、八代市においても今後、

財政的にはどんどん、どんどん減らしていか

ないと、赤字再建団体になってしまうってい
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う現状も今あるわけですし、どこかでやっぱ

り痛み分けというのは必要な部分だろうと思

って、国会の中で国の代表がそれぞれの中で

意見を出し合って、それが国のほうの施策と

して決まったんだろうというふうに認識をし

てるところです。 

 我々もそうですけども、いろんな形で痛み

分けというのは必要になってくるのかな。

今、そこは非常に厳しい状況というのはよく

わかる。しかし、日本の今後の将来のことを

考えたりとか、いろんなことをしますと、や

はりここせざるを得なかったんだろうという

ことが、私はもう思ってるところです。 

 今、ここでですね、この法律に反対という

ことで手を挙げて、そして国に対して言うと

いうのは相当な労力、そして力が必要かなと

いうふうに思っておるところであります。私

は、これについてはですね、書いてる内容に

ついては十分理解をしているけども、議会と

して、これを反対だということで、今の現政

府に対してですね、ノーを突きつけるのは、

議会の議員としてですね、いろんな全体図を

考える上で、当然高齢者に対する部分につい

ては何らかの手当てをしていく必要があるん

だろうと思いますんで、そこについてはこの

ことをノーと言うのは、ちょっと私にはでき

ないなというふうなところでございます。ち

ょっと。 

 だから、苦しい意見になりますけれども、

前回から引き続き継続審査になっておるとこ

ろですが、どこかで答えを出さなければなら

ないならば、私はこれはもう審議未了という

ふうな形で処理をさしていただけないかなと

いうふうに思っています。 

○委員長（中村和美君） はい。なかなか─

─と思います。審議未了という結論を堀口委

員からは出していただきました。ほかござい

ませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい。いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 国政に対して何か物

申すという場合に、それに対する代案や財源

の措置を一々求めてですね、声を届けなくて

はいけないとなると、こういった市井の方々

の意見というのは一体誰が届けるんだろうっ

ていう思いがしてなりません。 

 我々は、ごく市民に近いところにいて、市

民に近い目線で物事を考えて、それをさらに

上位の議会に届けるというのも、我々の役割

じゃなかろうかと思うんですね。国政は国政

で考えていただく方々がいらっしゃるので、

我々は市民の目線で市民に近いところで、こ

ういった御意見をですね、こういった声があ

りますよというのを国に届けるのも一つの

我々の責務じゃなかろかと思えてなりませ

ん。 

 ですので、私としては、これはぜひ採択し

ていただいて、国政に意見を届けていただき

たいと思います。 

○委員長（中村和美君） という意見が出ま

した。ほかありませんか。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） 今回の陳情の提出に

際しましては、前回の議会で出されたという

ことで、執行部担当部署から、この背景あた

りの御説明をいただいたところでございまし

て、おさらいするならば、平成１１年から１

３年当時の物価下落の期間において、年金給

付については据え置いてきたと。それを精査

したところ、今回示されてる２.５％相当に

なってるというような経緯から、新たな負担

を求めるというのでなくて、その当時の措置

として、法に基づくしかるべき対処がなされ

なかった部分を年金皆制度というようなこと
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で、若い世代と一緒に今後を支えていくとい

う中において、リスク分担というような部分

もあるのかなというふうな気がいたします。

そうしました場合、実際この当事者になって

いらっしゃる方々の御意見がまさしくこうだ

ろうというふうに思いますが、年金全体に今

現在掛金払っていらっしゃる世代なり、今

後、日本の年金制度を安定的に持続するため

にどうあるべきかというのが、今回の国民年

金改正法でございまして、この部分だけ改正

されたわけではなくて、消費税とともに、税

と社会保障一体制度で国庫から２分の１はち

ゃんと担保しましょうよということもバック

ボーンにあるわけなんですよね。まだまだこ

れから先、年金に対してはいろんな議論が、

地方・国でも行われるわけであって、我々は

この意見も事情を承知した上で、では地元の

地域にも若い世代がいるわけであって、その

人たちにどう説明するかということも逆に求

められるんじゃなかろうかなというふうに思

います。 

 先ほど、堀委員さんがおっしゃったこと

は、私がさきの陳情で話したことに対しての

コメントかなというふうに思いますが、自由

な場ですからですね、私はそういう趣旨で言

ったんじゃないものですから。 

 今回の件については、そういう全体像をに

らんだ中では、法制化された部分について、

日本国内の世論がどうあるかということを鑑

みますと、市にもこの件についてはそれほど

苦情がないというふうな事実もございますの

で、しばらく静観してよろしいんじゃないか

なという気がします。根幹となる部分をしっ

かりと法制度として足腰を鍛えていって、加

入者皆さんが痛み分け、リスク分担ができる

ような形での制度の醸成を求めていくという

視点は忘れてはならないというふうに思いま

すので、今回この取り扱いについては、私は

審議未了が妥当じゃないかなというふうに思

っております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。今、採択と

審議未了ということでございますが、ほかご

ざいませんか。採決してよろしゅうございま

すでしょうか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、審議未

了を求める意見と採択を求める意見がありま

すので、まず審議未了についてお諮りいたし

ます。 

 採決は、挙手により行いますが、挙手しな

い者は反対とみなします。 

 本陳情については、閉会中の継続審査の申

し出をしないこと、並びに結論を得るに至ら

なかったこと、すなわち審議未了とするに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手多数と認め、

本件は審議未了とすることに決しました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書及び委員

長──どうもありがとうございました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り）委員会報告書及び委員長報告の作成につ

いては委員長に御一任願いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。御異議なし

と認め、そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま
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す。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する

諸問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の

調査、以上の２件です。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（八代市

公立保育所のあり方について） 

○委員長（中村和美君） そのうち、保健・

福祉に関する諸問題の調査に関連し３件、執

行部から発言の申し出があっておりますの

で、これを許します。 

 それでは、八代市公立保育所のあり方につ

いて、説明を願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい。上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。皆さん、大変長時間にわたり大変お疲

れでございますけれども、あとしばらくおつき

合いいただければと思います。 

 所管事務調査に関しまして、今回お願いして

いるところが、まず、八代市公立保育所のあり

方について、それからもう一つ、子ども・子育

て支援事業計画策定について、この両件につき

ましては、こども未来課、松村課長より、引き

続き八代地域療育推進事業については、はつら

つ健康課の蒲生課長より説明させますので、よ

ろしく御審議をお願いいたします。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。委員

の皆様大変お疲れでございます。 

 それでは、私のほうから２点ほどの説明をさ

せていただきたいと思います。資料のほうが、

お手元にお配りしております文教福祉委員会所

管事務調査ちゅうことで、１点目と２点目とい

うことで掲げております資料でございます。じ

ゃ、座りまして説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○こども未来課長（松村 浩君） まず１点目

でございます。八代市公立保育所のあり方につ

いてでございます。 

 当文教福祉委員会においては、西濵副委員長

様を除き、委員の皆様お変わりになられました

ので、公立保育園のあり方につきまして、簡潔

に御説明した後に現在の状況について御報告さ

せていただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 きょうは、概要版を用いての説明とさせてい

ただきます。 

 まず、現在の保育所を取り巻く状況としまし

ては、少子化の進行に合わせて、核家族化の進

行、夫婦共働き家庭やひとり親家庭の増加な

ど、仕事と子育ての両立を支援する保育所の役

割は大きくなっています。また、保護者の就労

状況や価値観、ライフスタイルの多様化により

延長保育などの保育ニーズが求められてきてお

ります。 

 そこで、保育所の目指す姿としましては、将

来にわたって保育所を必要とする児童と保護者

へ、安定的で良質な保育サービスを提供するこ

とといたしているところです。そのための取り

組みとしまして、多様な保育ニーズへの迅速で

柔軟な対応としまして、延長保育や土曜日の１

日保育などの実施が必要であり、また、老朽化

してきております施設整備などの保育環境の整

備、さらには少子化に対応した安定的な保育所

運営が必要でございます。 

 そのような中で公立保育所の課題といたしま

して、特に国の三位一体改革に伴う公立保育所

への運営費補助や施設整備補助が廃止されたこ

とにより、保育時間の拡充を初めとした保育ニ

ーズへの対応や老朽化した施設の整備に多額の

財政負担が生じることが考えられています。あ
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わせて、保育所運営経費の効率化も考える必要

がございます。 

 そこで、公立保育所の役割や存在意義を整

理し、今後の公立保育所につきましては１ペ

ージの下のほうに書いております５つの方

法、拠点園、認定こども園、民営化、統廃

合、分園のいずれかに取り組むこととしたと

ころでございます。個々の内容につきまして

は、次の２ページにポイントとして書かせて

いただいております。 

 まず、拠点園でございますが、市内を４つ

のブロックに分けまして、ブロックごとに比

較的に新しい保育所を１園配置し、ブロック

内の私立保育所と連携を図り、本市全体の保

育サービスの向上に努めることとしておりま

す。 

 次の認定こども園でございますが、昨年８

月に成立しました子ども・子育て関連３法に

おきまして、保育所機能と幼稚園機能をあわ

せ持つ認定こども園を、国においては拡充し

ていく方向性が示されましたので、本市にお

きましても、公立の保育所と公立の幼稚園が

ある地域では、認定こども園についての検討

を行うこととしております。 

 次に、民営化でございますが、民営化を検

討するところとしましては、趣旨の①にあり

ますように、将来も就学前児童数が見込まれ

る地域であり、②の建設年数が経過した老朽

化している保育所を対象とし民営化すること

で、保育サービスの充実や保育環境の整備が

図られると考えております。また、移管先は

公募を行うとし、それに応募できるところは

①としまして、保育園や幼稚園を運営してい

る社会福祉法人や学校法人のほか②に掲げて

いるところを考えております。また、移管先

の審査につきましては、学識者や会計士、保

護者等で構成する選定委員会を設置し、選定

基準の作成や候補者の選定を行うことといた

しております。また、移管に当たっての条

件、民営化に当たっての対応は記載のとおり

でございます。 

 次に、統廃合でございます。統廃合を検討

する要件としましては、入園児数の状況等を

把握した上で、近隣に受け入れ可能な認可保

育所があることを前提に、①または②を満た

した場合に検討に入るということにいたして

おります。午前中に説明をしました入園児童

数が２０名を割っている場合は、こちらのほ

うに該当してるというところでございます。 

 次に、分園でございますが、中山間地域に

おきましては、保育所が少なく、近隣の保育

所までの送迎距離が長くなりますことから、

統廃合の特例としまして、入園児数が５名を

下回るまでは分園として継続することといた

しております。その分園につきましては、３

ページにイメージをつけておりますけれど

も、分園になりますと、園長を本園との兼務

とか、給食の配送が可能になるというところ

が大きく変わるところでございます。 

 その下には、１として公立保育園の一覧と

いうことで１４園の状況を記載をいたしてお

ります。その中で一番右側に建設時からの経

過年数を記載しておりますが、ごらんをいた

だきますと、３０年を超えている施設が６園

と、今後の施設整備が懸念されてるところで

ございます。 

 次に、２に保育サービスの状況をつけてお

ります。公立と私立のサービスの違い、特に

延長保育の実施箇所数、または一時保育、土

曜日午後の保育など大きな点が違うというと

ころでございます。 

 以上が公立保育園の今後の方向性を示した

八代市公立保育所のあり方でございますけれ

ども、ここで、この方針に沿いまして、該当

する保育所に説明会を実施を行っているとこ

ろでございますけれども、これまでに合意を
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いただきましたところについては順次実施を

していくというふうにしているところでござ

います。 

 そこで、現在の状況について御説明をいた

します。 

 まず、民営化でございますが、鏡町にあり

ます北新地保育園を２７年の４月からの民営

化に向け、保護者や地域の皆様に御理解をい

ただきましたので、作業を始めたところでご

ざいます。 

 先ほど説明しましたように、本年１０月に

移管先法人を選定するために、選定委員会を

既に設立をいたしております。資料の４ペー

ジをごらんいただきたいと思います。 

 資料の４ページは、北新地保育園民間移管

法人候補者選定委員会の概要をつけさせてい

ただいております。 

 まず、この委員会の目的でございますけど

も、移管先法人を公平かつ公正に選定するた

め、当委員会を設置したところでございま

す。その担務としましては、（１）として、

移管先法人の選定基準に関する事項、（２）

として移管先法人の候補者の選定に関する事

項、（３）としてその他、保育所の法人への

移管に関し、必要と認められる事項について

審議をしていただくというふうにしておりま

す。 

 また、その審議結果につきましては、市長

に報告をしていただくというところになりま

す。 

 次に、組織でございますけれども、委員は

８人で今回構成をいたしております。学識経

験者としまして、中九州短期大学から推薦を

いただいた方１名、経営管理に識見を有する

方として南九州税理士会から推薦をいただい

た方１名、北新地保育園の保護者から２名、

北新地地区から推薦された方として地域の市

政協力員の方１名、市からこちらに記載して

おります３名、合わせて８名の方を１０月に

選定委員会委員に委嘱をしたところでござい

ます。また、下に書いてあります任期、委員

の責務等については記載のとおりでございま

す。 

 この第１回の選定委員会を１０月に開催

し、移管先法人の選定基準となります募集要

項等について御審議をいただいたところでご

ざいまして、おおむねその内容については御

了承をいただいたところでございます。 

 そこで、今後の北新地保育園の作業スケジ

ュールでございますが、５ページのほうにな

ります。 

 平成２５年１０月のところに、ただいま申

し上げました第１回の選定委員会の開催をし

ております。この選定基準等を示しました募

集要項が確定しましたら、１２月から移管先

の公募を行いたいと考えております。ちょう

どその右側のほうに１２月から１月にかけて

またがっているところ、公募になります。公

募の期間をおおむね２カ月ほどとりまして、

一応応募のほうを２月に行いたいというふう

に考えております。 

 ２月に第２回の選定委員会におきまして、

選定の審査方法の説明を行い、実際に応募法

人の審査を行っていただくということにいた

しております。 

 その後、第３回の委員会において、移管先

法人を選定していただく予定でございます。

平成２６年度につきましては、移管準備期間

としており、北新地保育園の行事等に参加し

ていただくなど、引き継ぎのための準備期間

を設けたところです。 

 そこで、今回募集をします募集要項のう

ち、土地と建物の取り扱いについて、本日は

資料を用意しておりませんが、御説明をした

いと思います。 

 土地と建物については、現在の鑑定評価を
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行っておりまして、土地につきましては鑑定

評価額を最低価格として提案を求めることと

しておりますが、建物につきましては施設が

２８年を経過していることもあり、今後、維

持経費がかさむことも想定できますことなど

から、無償譲渡を条件に公募をしてまいりた

いというふうに考えております。以上が北新

地保育園でございます。 

 次に、泉町にあります栗木保育園の状況に

つきまして御説明申し上げます。 

 資料のほうは６ページになります。栗木保

育園につきましては、先ほどのあり方に基づ

き、平成２６年度から分園の方向で、ことし

６月に実施方法等につきまして、保護者の

方々と話し合いを行ったところです。 

 資料にありますように、１の入園児数のと

ころを見ていただきますと、栗木保育園、下

岳保育園──この下岳保育園も同じ泉地域に

ある公立の保育園でございます。両方ともに

年々入園児数が少なくなってきており、こと

しの１０月時点では、栗木保育園には１０名

の園児数がおりましたが、実際話をしました

のが６月時点でございまして、その時点では

園児数は９名でございました。その年齢の内

訳を見ますと、２のところに５歳児のところ

に２人ということがありますので、来年度は

７名の園児数がいるというところで話し合い

を行ったところでございます。その話し合い

の中で、このうち２世帯３名のところが、来

年度からは下岳保育園に通わせたいというふ

うなお話がございました。やっぱし少ないと

ころより多いところで通わせたいという御意

見でございました。そうなりますと、３世帯

４名の方が栗木保育園に残られることになっ

た次第でございまして、そこで、保護者の方

も４名ではどうしようかという話し合いをさ

れましたことから、９月に私どものほうか

ら、来年度の意向調査をさせていただきまし

て、その結果、栗木保育園を利用されるとい

う希望が１件もなかったと。下岳保育園とそ

の他の保育園を希望されるということがわか

りましたことから、このままでいきますと、

来年度の入園予定者がいないということで、

来年度の栗木保育園につきましては、休園と

させていただくという方法で考えておりま

す。 

 また、来年につきましては、そのほか今後

の施設の利用の方法等につきまして、また地

域の皆さんとの話し合いを行っていきたいと

いうふうにも考えております。 

 このほかの保育園、今先ほど、あり方で御

説明しました内容に該当するところでござい

ますが、午前中、話がございました白島ぎん

が保育園と宮地さくら保育園につきまして

は、以前から保護者の方と私どもでなかなか

話が折り合わないというところがございまし

たので、現在は話のほうはとまってはおりま

す。一応白島ぎんが保育園につきましては、

今回北新地保育園を民営化するというところ

で、保護者の方が実際選定委員会のほうにも

おいでをいただきまして、今後のあり方につ

いては一応動向を見ていらっしゃるというと

ころでございます。 

 ですので、今後も私どもとしましては、先

ほど申しましたように、特に施設の古いとこ

ろについて、今後も園児数が見込まれるとこ

ろについてはやっぱり民営化等を行っていく

必要があるというふうに考えていますので、

実施時期を見ながら、保護者の方や地域の方

との話し合いを続けてまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上が現在の公立保育園の状況でございま

す。以上、説明を終わります。 

○委員長（中村和美君） はい。本件につい

て何か質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい、いいですか。 
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○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 栗木保育園の件です

けれども、１０月だったかな、ちょっと紙芝

居をしに行きまして、子供たちの様子とか建

物の様子とか見てきたんですけど、建物も３

２年という経過年数がたってまして、ちょっ

と雑談の中でですね、もう来年で廃園という

ふうな声を聞いたんですよね。で、その時点

では、廃園の方向だったのかなと私が思った

んですけど、今聞くと、休園ということで、

休園となりますと、その施設の維持管理をま

だ続けていかなくちゃならないと思うんです

よ。で、外にも給排水設備等があったんです

けど、もう既に老朽化してまして、休園期間

をどれぐらい設けた後にまた復活される予定

があるのかないのかがあると思うんですけ

ど、維持管理費が結構かかると思うんですよ

ね、休園している間も、またもとに戻すのに

備えれば。 

 そこは、先ほど来あるように厳しい財政の

中で解決していかなくてはならないと思った

ときに、保護者のニーズがなくて、地域の子

供の予測もつくわけですから、もう少しお話

を進めて、もう廃園という形に持っていけな

いもんだろうかなというふうにちょっと思う

んですけれども、その辺のお考えはいかがな

もんですかね。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委

員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども

未来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） ただいま

堀委員おっしゃるように、私どもが９月の段

階では廃園というようなことで話を確かにし

てたかと思います。ただ、そちらにつきまし

ては、今後、地域審議会等の御意見も一応聞

かせてほしいということで、話は終わってた

ような状況でございます。 

 １１月にその地域審議会──泉の地域審議

会でございますけども、そちらのほうに栗木

の今後の方向性につきましてということで、

御説明申し上げたんですけども、確かに今の

子供さんの状況からいきますと、下岳保育

園、若干離れてはおりますけども、そちらの

ほうでの対応が十分可能になるんじゃなかろ

うかというふうな予想は立ててるところでご

ざいます。 

 ですが、今回当初７名だったところが、途

中の話の中で３名抜けられて４名ということ

で、４名になりますと、先ほどの計画の中で

も当然統廃合──廃園を検討せにゃいかぬと

いう形に急遽なったというところもございま

して、今後の地域の子供さんの状況、最近ち

ょっとおなかの大きい方とかいらっしゃいま

すので、その辺の動向とかも当然見なきゃい

けないなということで、とりあえずは１年間

あたりは様子を見たいというふうなところで

休園というふうにしたところです。 

 確かに休園しますと、後もとに戻すのに特

に保育園の場合は給食設備がありますので、

そちらが十分懸念材料として出てまいります

ので、長くは休園というのは非常に難しいと

いうふうに考えておりますので、当面１年間

様子を見た中で、また地域の中では当然廃園

を含めたところでの話し合いを進めてはいき

たいというふうには思ってはおります。 

○委員長（中村和美君） 堀委員、いいです

か。 

○委員（堀 徹男君） はい、わかりまし

た。 

○委員長（中村和美君） ほかありません

か。 

○委員（村川清則君） ちょっといいです

か。 

○委員長（中村和美君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） 栗木から下岳に通う
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のは何かスクールバスとは言わぬとかな、学

校じゃなかけん。何か──。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） 松村こども未来課

長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。一

応栗木保育園につきまして、廃園とかの話を

するときに、そういった送迎の方法につきま

しても確かに話がいろいろ出てまいりまし

た。小さい子供さんの場合は、介助者が必ず

いなきゃいけないというのもありますし、あ

と時間帯が家庭で違うもんですから、ある一

定の時間に送るというのは非常に難しいとい

うところもあるもんですから、そういったバ

スでの要は園児バスというのがよくあります

けども、そちらのほうではどうだろうという

ことで話をしまして、一応そちらのほうに送

迎についてはもう個人でしていただくという

とこで一応話はまとまったところです。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。

はい、ほかありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 北新地保育園の民営

化のスケジュールの中で、第３回移管法人選

定委員会の部分で、来年の３月じゃなくて、

これは２７年の３月ですね、第３回の委員会

があって受託法人の選定を行うと（発言する

者あり）決定を行うということですよね。こ

こにおいては、土地は鑑定価格、そして建物

は無償譲渡というふうな話でございましたけ

ども、また無償譲渡かというふうな話になっ

てですね、そこについては何らかの、例え

ば、１００万でも２００万でも有償譲渡とい

うのはできないものかという部分があるんで

すけども、その無償譲渡を考えていらっしゃ

るその背景についてはどんなものがあるの

か、ちょっと教えていただいていいですか。

老朽化という話だけはお聞きしましたけど

も。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委

員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども

未来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。無

償譲渡、午前中の保寿寮に続いてという話だ

と思います。基本的にはこちらのほうも社会

福祉法人の経営を、基本的には考えておりま

すけれども、ただ学校法人も応募可能だとい

うことでございます。 

 こちらにつきましては、先ほどの補助金返

還についてはまだ残ってはおります。ちなみ

に、建物の鑑定価格でございますが、約１０

００万程度でございました。それをもとに

国・県へ返還する補助金がどのくらいかとい

いますと、約５５０万、市のほうは４５０万

弱いう話になります。これを売りますと、当

然買われたところは約１０００万程度の負担

が出てくるという形になるわけでございま

す。 

 私どもが今回、無償というふうに判断しま

した理由としましては、まず１つは現在の施

設の中である程度撤去していただくものがあ

るということ、焼却炉等があるんですけど

も、そちらについては全て今回買われたとこ

ろでの撤去費用をお願いしてるというのがあ

ります。また、現在のところ給水管というの

が私有地を横断した形で保育園の中に入った

ところになってますので、今後、私有地をほ

かのものに使うだとか、他へ売却するだとか

した場合にはそういった給水施設のつけかえ

も一応買われた事業所さんが負担するという

ふうな条項をつけるというふうにはしており

ますので、そういったことを考えますと、今

後、老朽化施設、手を入れなきゃいかぬとい

うことで１０００万を負担してもらうより
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も、その分軽減をしてやることによって、子

供たちが安全・安心なですね、施設環境にな

ることを望むというところから、私どもとし

てはこの４５０万につきましては無償譲渡で

いいんじゃなかろうかというふうに現在予定

をしてるところでございます。 

○委員（堀口 晃君） わかりました。委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） そこで──今の内容

はわかりましたけども、保寿寮の場合につい

ては、渡しをするときには１３００万ぐらい

の建てかえというか修理をするという状況の

予算が入ってたかと思いますね。今回、この

無償譲渡するに当たっては、今壊れたりと

か、あるいは老朽化したところについて補修

なりとか、いろんな部分があろうかと思うん

ですけど、その辺についての予算措置費なん

かは平成２６年度にはされる予定はあるんで

すか。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども

未来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。一

応現在の施設について大幅に手を加えなけれ

ばいけないという状況ではございませんの

で、通常の範囲内での、要は、危険箇所が出

てきた場合にはその部分を補修するという程

度で、特に何かをするということでは現在想

定はいたしておりません。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりまし

た。 

○委員長（中村和美君） ほかありません

か。ないようであれば──なければ、八代市

公立保育所のあり方について、終了いたしま

す。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（子ど

も・子育て支援事業計画策定について） 

○委員長（中村和美君） 次に、子ども・子

育て支援事業計画策定について説明願いま

す。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委

員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども

未来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。資

料は同じ資料の７ページからでございます。

この子ども・子育て支援事業計画につきまし

ては、文教福祉委員の皆様の土曜日の意見交

換のときにですね、行かれた方につきまして

は、この辺の話をいっぱい聞かれたんだと思

っております。一応こちらにつきまして御説

明を申し上げたいと思います。まず、実施に

向けてということで大まかなスケジュールの

ほうをこちらのほうに書かせていただいてお

ります。 

 皆様御案内のとおり、社会保障と税の一体

改革の一環として、子ども・子育て関連３法

が平成２４年８月に成立をいたしておりま

す。これらの法律に基づき、平成２５年、２

６年の２カ年で子ども・子育て支援事業計画

を全国の自治体が策定するというところにな

っており、その計画に基づいた事業実施が平

成２７年の４月から実施されるというところ

になっております。 

 そこで、この子ども・子育て関連３法とは

ということで、下のほうに３つ一応四角で囲

んでおりますけども、まず１つが子ども・子

育て支援法ということで、施設型給付や地域

型保育給付の創設、地域子ども・子育て支援

の充実などがうたわれております。 

 次に２つ目が認定こども園法の一部改正法

ということで、認定こども園の充実や幼保連
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携型認定こども園の認可・指導監督を一本化

というふうな内容でございます。最後の３つ

目につきましては、関連する法律の整備をそ

れぞれ行っているところでございます。 

 次に、この子ども・子育て関連３法の趣旨

とポイントを御説明したいと思います。 

 趣旨のところに記載していますように、急

速な少子化の進行や待機児童の問題などの現

状から、保護者が子育てについての第一義的

責任を有するという基本的認識のもとに、幼

児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育

て支援を総合的に推進していくこととなって

おります。 

 そのポイントとしては４つ上げてございま

して、１つ目は認定子ども園制度の改善でご

ざいます。国としましては、幼稚園機能と保

育所機能を兼ね合わせた認定こども園を今後

推進していくことといたしておりますので、

特に幼保連携型認定こども園につきまして、

現在は認定や指導監査を幼稚園は文部科学

省、保育所は厚生労働省が行っておりますこ

とから、内閣府にその権限を一本化し、簡素

化を図るということにしております。２つ目

は新たな給付制度の施設型給付でございま

す。これまで認定こども園、幼稚園、保育所

への運営経費などはそれぞれの制度に基づい

て給付を行ってきましたが、新制度では１つ

の制度のもとで給付するようにしておりま

す。特に私立幼稚園につきましては、これま

で県が給付を行っておりましたが、市町村が

給付をするように変更になるところです。３

つ目は、同じく地域型保育給付の創設でござ

いまして、利用定員が１９人以下の小規模施

設や５人以下の家庭的保育などを対象とし

て、主に待機児童解消に向けた多様な施設と

して新たな給付制度を設けるというふうにし

たところでございます。４つ目が地域の実情

に応じた子ども・子育て支援の充実として、

利用者支援や地域子育て支援拠点、地域子ど

も・子育て支援事業を検討することとなって

おります。 

 詳しくはまた次のページをごらんいただけ

ればおわかりいただくかと思います。８ペー

ジをお願いいたします。 

 子ども・子育て支援法に基づく給付事業と

市町村子ども・子育て支援事業計画のイメー

ジを示してありますけども、まず一番上のと

ころには、現在の子育て家庭の状況やどれだ

けの利用希望があるかの需要を把握するため

に、ニーズ調査をアンケート方式で実施する

ことといたしております。このアンケート調

査では、現在の施設の状況やサービスの利用

状況あるいは今後の利用規模を調査すること

となっております。このアンケート調査の本

市の方法につきましては、後ほど御説明を申

し上げたいと思います。 

 このアンケート結果をもとに、量の見込み

やその確保策を記載した子ども・子育て支援

計画を子ども・子育て会議で審議をいただき

ながら策定していくこととなっております。

また、策定しました計画に基づき、量の見込

みに対して不足しているものにつきまして

は、年次計画により計画的な整備を行い、施

設等への給付や地域子ども・子育て支援事業

を実施していくことになります。地域子ど

も・子育て支援事業につきましては、この括

弧の中に掲げてある事業がその主なものとな

ってまいります。 

 次に、市町村子ども・子育て支援事業計画

に記載する基本的事項につきまして書いてお

ります。 

 四角の１番目ですけれども、教育や保育の

提供区域を設定するというふうになっており

ます。これは、保育所とか幼稚園とかの数を

ある区域を決めて、その中にどれだけ整備し

ていくかというふうなことでの区域の設定に
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なります。 

 次、四角の２番目、幼児期の学校教育・保

育、いわゆる幼稚園や保育所、認定こども園

の量の見込みや量に対する提供体制の確保の

内容及び実施時期を定めることとなっており

ます。 

 四角の３番目、地域子ども・子育て支援事

業の量の見込みや量に対する提供体制の確

保、また実施時期等を定めるようになってま

す。 

 四角の４番目、幼児期の学校教育・保育の

一体的提供及び推進に対する体制の確保とい

うことで、認定こども園の普及に関すること

などを記載するというふうになってるところ

でございます。 

 なお、この計画はおおむね平成２６年８月

末までに案を作成することとなっているとこ

ろです。 

 以上が、国が示している内容を非常に簡単

にまとめたところでございました。 

 それで、先ほど申し上げました、本市が行

いますアンケート調査につきまして御説明を

したいと思います。 

 ９ページにその資料のほうを載せておりま

す。まず、調査の目的としましては、今回の

計画を策定するためのニーズ調査を行うとい

うところでございます。調査対象でございま

すけれども、就学前児童と小学生児童、主に

小学校１年生から小学校３年生までを対象と

して、対象となる施設、事業については右側

のほうにそれぞれ記載しているとおりでござ

います。 

 調査方法につきましては、（３）のほうに

書いておりますけども、①として、就学前児

童を持つ保護者を対象に４０００票──要は

４０００世帯にアンケート調査を行うという

ふうにしてます。また、②として、小学生児

童を持つ保護者につきましては、学校を通じ

まして、放課後児童クラブの利用状況等簡易

なアンケート調査を実施するように考えてい

るところでございます。 

 なお、調査時期につきましては、年明けま

した１月に２週間程度期間をとりたいという

ふうに考えております。また、調査票でござ

いますが、調査票につきましては、未就学児

につきましては、国が示しました調査票を一

部変更して実施することとしておりまして、

その内容につきましては、先ほど申しました

ように、子ども・子育て会議において、内容

については了承いただいたところでございま

す。 

 次に、今後のスケジュールを記載いたして

おります。 

 １０ページと１１ページのほうに記載をい

たしております。 

 まず、１０ページのほうでございますが、

平成２５年１１月の欄のところに、ちょうど

その右側に第２回の子ども・子育て会議を１

１月１３日に開催をいたしており、そちらの

ほうにつきましてニーズ調査ということで、

今回アンケート調査への協議を行っていただ

いたところでございます。今度は次の平成２

６年の２月の後半に第３回の子ども・子育て

会議を開催し、アンケート調査結果を踏まえ

て、提供区域の設定や需要の見込みなどにつ

きまして御検討をいただくことといたしてお

ります。 

 また、１１ページには平成２６年度の予定

を書かせていただいておりますが、子ども・

子育て会議を５回開催する予定といたしてお

り、先ほど申しましたように、平成２６年の

８月の第６回の会議におきまして、おおむね

の計画案を作成することといたしておりま

す。 

 以上で説明を終わりますけれども、文教福

祉委員会におきましても、区切りごとに計画
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の策定状況につきましては随時報告していく

ように考えているところでございます。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（中村和美君） 本件について何か

質疑、意見等はありませんか。 

○委員（橋本隆一君） 済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。ちょっと確認

ですが、認定こども園の設置になった場合に

職員の資格等に関してはどのような資格、今

までは幼稚園だったら幼稚園教諭資格とか、

保育所だったら保育士だったんですが、どち

らを優先か、つまり両方ともいいのかなとい

うことですけど。 

○委員長（中村和美君） はい、いいです

か、松村こども未来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。基

本的には両方の資格が必要だということでし

ょうけども、現在、保育園と幼稚園ではやっ

ぱりちょっと資格が違うということで、保育

園の方については簡易な講習を受けることで

幼稚園教諭の免許を与えるっていう制度を現

在、国のほうはやっておりますので、基本的

には幼稚園の資格も要るんだというふうに認

識しております。ですから、幼稚園と保育園

の両方がやっぱり必要になってくるんだとい

うふうに考えております。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありま

せんか。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。今回の制度に

つきましては、国のほうも省庁を、内閣府に

新たな機関を設けるということで、全国の自

治体を見ますと、窓口を総合窓口ということ

で教育委員会の部署、福祉の部署を１つにし

ているところも間々見受けられますけれど

も、八代市は今後この点について組織内の充

実といいますか、どのような方向をお考え

か、今現在でお答えいただける分がありまし

たら、お願いします。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉

君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福

祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉

君） その点につきまして、今現在、教育委

員会とも協議しておりますし、人財──組織

担当の課とも協議して、今後その窓口を一本

化するということでは、そういった方向は決

まっております。はい。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。次の質問にな

って恐縮なんですが、一本化した場合、それ

は市長部局になる公算でしょうか。（笑声） 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福

祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉

君） そのような方向になるのではないかと

思っております。 

○委員（西濵和博君） ありがとうございま

した。 

○委員長（中村和美君） はい、いいです

か。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありません

か。堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） ちょっとだけ。将来

的にですね、国の方向性として、今回こうい

うふうな形で３法をつくっていかれると思う

んですけど、将来的にその認定こども園とい

うのをどんどん、どんどんふやしていくとい

うその方向性に行くのかどうかというふうな
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ところについて、何か情報があれば教えてい

ただければと思うんですが。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委

員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども

未来課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） 国が示して

おります今回の法律といいますか、こちらで行

きますと、基本的には認定こども園のほうに国

としては進めていきたいと。ただし、これにつ

きましては、前の段階のときに幼稚園からの大

幅な反発等がありましたので、当分は現行の幼

稚園、現行の保育所、それと認定こども園の３

本立てで基本的には当面進むと。ですが、今後

の子供の状況等と、あとはやっぱし保育園は保

育要件ちゅうのが必要になってまいります。幼

稚園はその辺がないというところから行くと、

全ての子供さんが同じところへ行けるような形

ということであれば、やっぱり認定こども園と

いう方向への国の方向性はあるというふうに私

は考えております。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございま

す。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。──ほかになければ、子ど

も・子育て支援事業計画策定についてを終了い

たします。ありがとうございました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（八代地

域療育推進事業について） 

○委員長（中村和美君） 次に、八代地域療育

推進事業について説明願います。蒲生はつらつ

健康課長。 

○はつらつ健康課長（蒲生尚子君） はつらつ

健康課の蒲生です。座って説明させていただき

ます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○はつらつ健康課長（蒲生尚子君） お手元の

資料はＡ４、１枚のほうをお渡ししておりま

す。こちら参考資料として御参照ください。 

 本市が、昭和５２年から八代市社会福祉事業

団に委託して実施しております八代市地域療育

推進事業の一事業であります障害児通所支援事

業を、平成２６年３月末をもって、市としての

実施を終了いたしたいと考えているところでご

ざいます。この事業は、障害児に対し、日常生

活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓

練などの療育を行うことを目的に、西松江城町

にあります八代市総合福祉センター内ののぞみ

母子センターにおいて実施し、本市の障害児療

育の中心的な役割を担ってまいりました。 

 しかしながら、現在では、国の障害児支援強

化の方針を受け、本市にも１０カ所の民間事業

者が参入し、療育環境の拡充が図られてきてい

るところであります。このような状況から、民

間でできるものは民間でという行政改革の流れ

から、市がみずから実施する必要性が薄れてき

ている事業であるという判断に至ったところで

ございます。 

 そこで、平成２６年４月からは、八代市社会

福祉事業団が、一民間事業所として総合福祉セ

ンターの一部を借用し、これまでの事業をその

まま継続していくことができるよう、準備を進

めてるところでございます。 

 また、事業団が、民間として独自のやり方で

送迎サービスや保育所等訪問支援などの事業を

取り入れて拡大していくことで、これまで以上

に独自の障害児療育を充実していくことが可能

と思われます。 

 今後の動きとしましては、事業団理事会での

承認後、保護者への説明や県への事業所として

の指定申請、関係例規の改正等を進めてまいり

ます。また今後、３月議会におきまして、最終

報告をいたしたいと考えております。 

 まずは現段階までの状況の御報告といたしま
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す。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。本件について

何か質疑、意見等はございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なし。よろしいです

か。なければ、八代地域療育推進事業について

終了します。（｢ありがとうございました」と

呼ぶ者あり）ありがとうございました。 

 そのほか当委員会の所管事務調査について、

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了いたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお審査及び

調査を要すると思いますので、引き続き閉会中

の継続審査及び調査の申し出をしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 しばらく小会します。 

（午後３時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４３分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 最後に、当委員会の派遣承認要求の件につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会は、平成２６年２月１２日から１

４日までの３日間、教育に関する諸問題の調

査、保健・福祉に関する諸問題の調査のた

め、大阪府池田市、豊中市及び守口市へ行政

視察に参りたいと思います。このことについ

て、議長宛て派遣承認要求の手続をとらせて

いただきたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。御異議なし

と認め、そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、文教福祉委員会を散会いたし

ます。 

（午後３時４４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２５年１２月１０日 

文教福祉委員会 

委 員 長 

 

 


